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学校沿革史は語る
――近代日本の中等学校と名古屋大学の前身校――

緒 言

名古屋大学附属図書館（中央図書館）には、２０００冊以上の規模をもつ全国でも屈指の「中

等学校史誌コレクション」があります。このコレクションは、早くにその価値に気づかれ

た佐々木享名誉教授が長年にわたって蒐集されてきたものがベースになっています（コラ

ム１をご参照ください）。

学校の記念誌として刊行されることの多いこの種の図書は、限られた関係者に配布され

るだけで、実は国立国会図書館にすら納本されないことも珍しくありません。しかし、教

育研究においては貴重な基礎資料となるものなのです。

今回の特別展では、コレクションのなかから戦前に刊行された、旧制の中学校、高等女

学校、実業学校の学校沿革史を中心に紹介します。その際、二つの工夫を加えることにし

ました。

一つは、今年、本学が名古屋帝国大学として創設されてからちょうど７０周年（創基１３８周

年）を迎えることになりますので、中等学校と本学の前身校とのかかわりを展示の一つの

柱としたことです。ここで取り上げた前身校は、１８７１年に開設された仮医学校から医科大

学などを経て名古屋帝国大学医学部へと連なる医学校の系統と、第八高等学校、名古屋高

等商業学校、そして岡崎高等師範学校です。これらの学校は、中等学校の進学先として

あっただけでなく、教育活動やスポーツなどの課外活動の面においてもしばしば中等学校

と交流の機会をもっていました。これらの活動は、今日の「高大連携」の一つの萌芽といっ

てもよいかもしれません。

もう一つの工夫は、中等学校に関するさまざまな資料を周辺に配置したことです。この

ために、現在、「名古屋教育史」の編纂準備を進めている名古屋市教育委員会の協力を得

て、名古屋市西図書館保管の成田文庫と、名古屋市立菊里高等学校から多くの資料をお借

りすることができました。これらの資料と学校沿革史とを組み合わせることで、当時の生

徒たちの学びや生活、夢や進路を浮かび上がらせることができるのではないかと考えた次第

です。

今回の展示にあたっても多くの方々からご支援・ご協力を得ることができました。厚く

御礼申し上げます。

２００９年１０月 名古屋大学附属図書館長

同附属図書館研究開発室長

教授 松 浦 好 治
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Ⅰ．中等学校制度の成立と展開

「学制」による中学校の誕生
近代的な教育制度に基づく中等教育レベルの学校は、１８７２（明治５）年８月の「学制」発布を機に誕生する。
すでに１８６９（明治２）年ごろから、いくつかの藩には「中学」と称する学校が生まれていたが、しかし、廃藩置
県の翌年、「学制」が出されたのに伴って、従来からの学校は、いったん悉く廃止するよう命ぜられ、そのほとん
どが消えていくことになる。
「学制」は、全国を８の大学区に分けて、それぞれを３２ずつの中学区に分割するとした（中学区はさらに２１０の
小学区に分割）。各中学区には１校ずつ中学校が設置されることになっており、それは上下２等の中学と、工業、
商業、農業などの学校からなるとされた。このうち下等中学は１４歳から１６歳まで、上等中学は１７歳から１９歳まで
が修業年限とされ、大学につながっていた。また、設備・備品が整わず「在来ノ書」で教えるものや、「学業ノ順
序」を踏まずに洋語や医術を教えるものは「変則中学」と称することなどが規定されていた。
１８７３（明治６）年４月には、「学制二編追加」が出され、法学、医学、理学等の専門学校と、そこへの進学ない
し通弁（通訳）養成のための外国語学校が規定されたことによって、中学校→大学校と、外国語学校→専門学校
という二つの学校系統が並び立つことになった（図１）。当初、後者の整備が進み、東京、愛知、大阪、広島、長
崎、新潟、仙台に官立の外国語学校（すぐに英語学校に改称）が設置されたが、１８７７（明治１０）年に起きた西南
戦争による財政難のためにすべて廃止され、その施設は府県立中学校などに転用されていく。

図１ １８７３（明治６）年の学校系統図
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「教育令」と中学校
１８７９（明治１２）年９月に「学制」が廃止され、「教育令」が制定された。中学校に関しては、わずかに「高等ナ
ル普通学科ヲ授クル所トス」と簡単に定義されたにとどまった。しかし、この「教育令」は、早くも翌年１２月に
改正され、「各府県ハ土地ノ情況ニ随ヒ中学校ヲ設置シ又専門学校、農学校、商業学校、職工学校等ヲ設置スヘ
シ」などの条文が加えられて、府県に中学校等の設置が求められた。新しい「教育令」のもとで、１８８１（明治１４）
年７月に「中学校教則大綱」が出され、「中学校ハ高等ノ普通学科ヲ授クル所ニシテ中人以上ノ業務ニ就クカ為メ
又ハ高等ノ学校ニ入ルカ為メニ必須ノ学科ヲ授クルモノトス」と規定された。これによって、就職者のための教
育（完成教育）と、進学者のための教育（準備教育）という、中等学校がもつことになる二つの目的が初めて登
場した。中学校の教育課程の基準を示した「中学校教則大綱」と、設備や教員資格の基準となった１８８４（明治１７）
年１月の「中学校通則」により、基準を満たさない中学校の廃止や中学校というカテゴリーからの排除が進めら
れていく（「中学校正格化政策」）。

「中学校令」の制定
１８８６（明治１９）年４月には、初代文部大臣の森有礼によって「中学校令」が制定された。同令は、中学校を５
年制の尋常中学校と２年制の高等中学校（後に３年制となり、さらにいわゆる旧制高校へと進む）に分けた。１８８０
年代初頭からの「中学校正格化政策」により中学校数が減少しつつあったが、森文相は府県立の尋常中学校を１
校までに制限し（設置しなくてもいい）、区町村立を禁じたため、残っていた中学校の多くも閉鎖に追い込まれた
り、私立中学校あるいは、「諸学校通則」による府県管理中学校という府県立ではないがそれに準じた学校へと改
組されたりしていく。一方、存続した公立中学校は、しばしば「第一中学校」と呼ばれ、それぞれの府県の最高
の教育機関となった。その後、１８９１（明治２４）年１２月の「中学校令」中改正により、設置制限が解除されて、中学
校は必ず設置すべきものとなり、中学校は増加し始める（図２）。この改正により高等女学校に関する規定も初め
て登場した。そこでは、「女子ニ須要ナル高等普通教育ヲ施ス所」とされ、裁縫を中心とした「技芸専修科」の設
置も認められた。

図２ 中等学校数の推移

― ３ ―



中等学校の制度的確立
１８９９（明治３２）年２月、「高等女学校令」および「実業学校令」が制定され、「中学校令」も全文改正された。こ
れによって、中等教育レベルの学校に関する基本的な法制的枠組みがほぼ確立したといえる（図３）。新しい「中
学校令」は、「中学校ハ男子ニ須要ナル高等普通教育ヲ為スヲ以テ目的トス」と規定した。中学校は男子を対象に
アカデミックで画一的な「高等普通教育」を行なう場所となり、質を担保するため普及が抑えられた。「高等女学
校令」では、高等女学校の修業年限が基本的に４年間とされ、「良妻賢母」がその教育理念となっていく。１９１０
（明治４３）年１０月には、外国語の授業を課すことなく、授業時数の半数近くを「裁縫科」に当てることができる実
科高等女学校の制度も作られた。「実業学校令」は、入学資格や修業年限を中学校や高等女学校に対応させた甲種
と、働きながら学ぶ青年の入学を想定して入学資格や修業年限に柔軟性をもたせた乙種という二種類の実業学校
に分けた。実業学校では、「工業、農業、商業等ノ実業ニ従事スル者ニ須要ナル教育ヲ為スヲ以テ目的トス」と規
定され、職業に役立つ実習や実践的な授業が重視された。しかし、一方で、１９０３（明治３６）年３月に「専門学校
令」に基づく「専門学校入学者検定規程」が制定されると、高等教育機関の一つである専門学校への進学が甲種
実業学校の卒業者にも認められ、実際に実業専門学校を中心にかなりの者が進学していくことになった。このこ
ともあって、実業学校はやがて中等学校の一種とみなされるようになっていく。

図３ １９００（明治３３）年の学校系統図
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義務教育年限延長と大正期の制度改革
１９０８（明治４１）年に小学校の制度が改革され、義務教育年限がそれまでの４年間から６年間に延長された。こ
れに伴って、中等学校は基本的に尋常小学校からつながる学校となった（図４）。大正期に入り、１９１７（大正６）
年９月に設置された内閣直属の教育諮問機関である臨時教育会議の答申を受けて、１９２０（大正９）年に「中学校
令」、「高等女学校令」、「実業学校令」に改正が加えられた。その改正についてまとめると、第一に、各学校令の
目的に「国民道徳」等の涵養が加えられた。「高等女学校令」では「婦徳」も重視された。第二に、高等女学校の
修業年限が「五箇年又ハ四箇年」とされ、さらにその卒業者が進学する「専攻科」の充実と、「高等科」の設置が
規定された。第三に、実業学校における甲種と乙種の制度的な区別が廃止された。１９２４（大正１３）年には男子５
年制、女子４年制の実業学校（および高等女学校の実科課程）がすべて専門学校に接続することになった。次第
に中学校と高等女学校、実業学校が制度的に接近しつつあったということができる。

図４ １９０８（明治４１）年の学校系統図
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「中等学校令」の制定と学徒動員
教育制度の改革を審議するために１９３７（昭和１２）年に設置された教育審議会の答申を受けて、１９４３（昭和１８）年
１月に「中等学校令」が制定された。同令により、中学校、高等女学校、実業学校がすべて中等学校というカテ
ゴリーに入れられることになった。それまで個々の学校令で規定されてきた、同一段階に属するこれらの学校が
制度的に統合されたことになる。ただし、それぞれの学校の詳細は、「中学校規程」、「高等女学校規程」、「実業
学校規程」といった下位の法令によって別々に示され、学校も統合されることなく、そのまま存続している。ま
た「中等学校令」によって、中等学校の目的は「皇国ノ道ニ則リテ高等普通教育又ハ実業教育ヲ施シ国民ノ錬成
ヲ為ス」こととされ、修業年限は戦争の影響を受けて４年に短縮された（図５）。
日中全面戦争以降、日本は総力戦に突入した。日常生活のすべてが戦争に動員され、物資や労働力の欠乏が中
等教育にも影響を与えることになる。精神教育を目的とした集団勤労作業は１９３８（昭和１３）年度から始まってい
たが、本格的な勤労動員体制は１９４３（昭和１８）年６月の「学徒戦時動員体制確立要綱」の閣議決定により始まる。
さらに、１９４４（昭和１９）年２月には「決戦非常措置要綱」によって「原則トシテ中等学校程度以上ノ学生生徒ハ
総ベテ今後一箇年常時コレヲ勤労ソレノ他非常任務ニモ出動セシメ得ル組織的態勢ニ置キ必要ニ応ジ随時活溌ナ
ル動員ヲ実施」することになった。商業学校の工業学校等への転換が行なわれた。都市部では空襲により被災し
た学校も少なくなかった。

図５ １９４４（昭和１９）年の学校系統図

― ６ ―
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新制高校へ
１９４５（昭和２０）年８月の敗戦後、文部省は学徒動員を解除し、９月には平常の授業を開始するよう指示を出し
た。工業学校等に転換されていた学校ももとの姿に復することになった。中学校や高等女学校は、４年制となっ
ていたが、本来の修業年限（中学校は５年制、高等女学校は４年制ないし５年制）に戻るように指示がなされた。
このように戦時色を払拭するための措置が次々になされていく。１９４７（昭和２２）年３月には「教育基本法」と「学
校教育法」が出された。「学校教育法」は、「高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じ
て、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする」と規定した。これに伴って、１９４８（昭和２３）年４月か
ら従来の公立の中学校、高等女学校、実業学校は、「高等普通教育」と「専門教育」を行なう新制高等学校へと再
編されていく。実際の再編は、地元自治体や教育委員会の意向、旧制学校の設置状況、占領軍の指示などに即し
て進められていくが、その際、指針とされたのが、「総合制」（普通科だけでなく商業科や家政科など複数の学科
を備えること）、「男女共学」、「小学区制」（１つの学区内には１つの高校を有すること）といった諸原則であっ
た。これらは後に「高校三原則」と呼ばれるようになる。学校種ごとに目的や生徒を異にしていた旧制の中等学
校は、それらを統合した新しい学校へと転生したのである。

コラム１

中等学校史誌コレクションについて

名古屋大学図書館に収蔵されている２０００冊近い中等学校史誌コレクションについて、当初からこれらの
収集に携わった者として、若干の説明をしておく。このコレクションの主要なものは（新制）高等学校の
学校史・記念誌の類で、当事者としていうのもおこがましいが、日本では有数のものの一つである。
「中等学校史誌コレクション」なる呼称には、いくらか説明が必要である。まずこのコレクションは、第
二次大戦後に創設された高等学校の学校史・記念誌に限られるわけではない。今日の少なからぬ高等学校
は、旧学制のもとで中等学校といわれた中学校、高等女学校あるいは実業学校（工業学校、商業学校、農
業学校など）を前身校としている。そのため、（新制）高等学校の学校史は、最も歴史の古い学校でも２００２
年の今日で発足後５４年しか経過していないはずなのに、その前身校の歴史を包括して述べているために、
７０年史とか１００年史などと銘打ったものが少なくない。別の面からいえば、この「中等学校史誌コレクショ
ン」は旧制の中学校、高等女学校あるいは実業学校を包括していると考えてよい。
他方この「コレクション」には、旧制の高等学校の学校史・記念誌はふくまれていない。教育研究者の
一部には、旧制の高等学校の教育を後期中等教育だったとする者もいるが、旧制の高等学校は、通常は（旧
制）専門学校とともに一括して高等専門学校と称され、中等学校と考えられてはいなかったからである。
わたくしが高等学校の学校史・記念誌類の収集を思いたったのは、誰もが経験しているのであたかもよ
く知られているかに思われている高等学校教育に関する事実を調べたかったからである。昨今の研究者に
は想像できないかも知れないが、高校進学率が９０％を超えるに至ってようやく困難な問題が自覚されはじ
めたいまから僅か３０年ほど前には、高等学校の教育に関する研究はなお皆無に等しい状況だった。どんな
研究でもそうだが、まず、問題の事実を確認することからはじめなくてはならない。その手がかりを得る
べくわたくしが始めたしごとの一つが高等学校の学校史・記念誌類を収集することであった。
こうして収集した資料から豊富な事実を知ることができる。一つだけ例をあげると、たとえば、旧制中
等学校の教育実態の基本的枠組みである学科課程表（今日の教育課程表に当たる）は、文部省の認可事項
であり、公立校の場合は設置主体の府県等の規則として公示されていたから、府県や国の公文書館などで
調べることができる。しかし戦後は、教育の地方分権が徹底した結果、各学校の教育課程表は教育委員会
への届け出文書に過ぎなくなったため、公文書として役所には残されていない。当該学校の毎年の『学校
要覧』などから調べるしかないが、その『学校要覧』が残されている場合も少ない。（ここには、戦後教育
史の基本史料をどう保存するかというより重要な問題があるのだが、論点が拡張されるのでこれ以上触れ
ない。）となると、研究者が教育課程の変遷を知ろうとするなら、その学校史誌の記述に頼るしかない。わ
たくしはこうした方法で調べたのだが、１９４８年に高等学校が発足した最初の年度の教育課程表を記載した
ものは、千数百冊も集めた『学校史』『記念誌』の中にほんの二、三冊しかなかった。逆にいえば、たくさ
ん集めて丁寧に調べれば何冊かはあるということである。

― ７ ―
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ところで、この「コレクション」を「中等学校史誌コレクション」と称することには一つの難点もある。
戦後の（いわゆる新制）中学校の学校史・記念誌を含んでいないからである。これについては、若干の説
明が必要である。（以下の記述では「（いわゆる新制の）」を省略する。）中学校の教育は義務教育の課程と
されているために、小学校と一括して議論されることが多い。このために、中学校の教育が中等教育の前
期課程であることを軽視する向きが少なくない。わたくしがこの「コレクション」の収集を思いたった際
に、このことに気づかなかったわけではない。中学校の学校史・記念誌を収集の対象から除外した直接の
理由は、当時のわたくしの関心が高等学校にあったからに過ぎない。もう一つの理由は、事情をよく知ら
ないままに、わたくしに躊躇があったことである。
ある資料の収集を始めるについては、大げさにいえば、いくつかの覚悟がいる。その収蔵場所をどうす
るかも大きな問題の一つである。高等学校の学校史・誌の場合に限っても、同じ学校が３０年史、５０年史と
いう具合に何冊もまとめている場合がある。わたくしが収集を始めた当時の高等学校の数は５千を超えて
いたから、徹底して集めたらどれだけになるか予想ができなかった。取り敢えず高等学校の学校史・誌に
限ろうと考えた主要な理由であった。まして１万２千校弱に達する中学校の学校史・記念誌をも収集しよ
うと思ったらどういうことになるか予想ができなかったから、そこに躊躇があった。
これは杞憂であった。中学校の学校史・記念誌は、高等学校の場合に較べると、驚くほど少ないことが
わかったからである。一例をあげる。東京都教育史の編纂を前提に東京都立教育研究所がかなり努力して
収集した小・中・高の各級の学校史・記念誌リストを見ると、高等学校の学校史・記念誌は、わたくしが
調べた１９９９年当時５０３冊あったが、学校数がはるかに多い中学校のそれはわずか２２６冊に過ぎなかった。こ
うした状況は、東京都に限ったことではない。本稿は中学校の学校史・記念誌が少ない理由を探索する場
ではないので触れないが、「中等学校史誌コレクション」を標榜する以上は心すべき問題であることを指
摘しておく。
さいごに、「中等学校史誌コレクション」が成り立ち、また必要とされる背景について一言する。実は、
本来収蔵されていて然るべき国立国会図書館には、中学校、高等学校の学校史・記念誌は極めて少ないの
である。なぜ少ないか。納本することが義務づけられているはずなのに罰則がないため、せっかく努力し
て編纂された各級の学校史・記念誌は、希に分厚い立派なものができると国立国会図書館に納本される
が、多くの場合は同窓生などの関係者に配布されるにとどまっているからであると考えられる。この事情
はしばらく続くと考えなくてはならない。いうまでもなく学校史・記念誌の編纂・刊行は今後とも続くで
あろうが、それらが、いつ、どこの学校で発行されるかはわからない。そこに、これらの収集を継続する
困難さがある。いっそうの充実を期待したい。

（名古屋大学附属図書館『館燈』No．１４５、２００２年１１月より転載）
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Ⅱ．中等学校の誕生

１ 中学校の誕生

藩校の「伝統」
中学校のなかには、古の藩校に自らの「伝統」を見出そうとするものが少なくない（コラム２参照）。１９２２（大
正１１）年に刊行された鳥取県立鳥取中学校『創立五十年』【資料１】は、初めに「我校の前身は遠く宝暦六〔１７５６〕

ママ

年を以て創建せられたる藩学高徳館にして其淵源は今大正十一〔１９２２〕年を去る実に壱百六拾七年の昔にあり。
故に我校の歴史を説かんとせば勢ひ先づ筆を尚徳館時代に起さゞる可からず」と記しており、藩校を自らの淵源
に位置づけていることがわかる。同書によれば、尚徳館は１８７０（明治３）年に閉鎖されるが、元尚徳館内に英学
所と仏学所が開設された。だが、後者は数年で廃され、前者も「学制」発布に伴って閉校となる。しかし、１８７３
（明治６）年１０月に旧尚徳館を校舎として「第四大学区第十五番変則中学」が開設される。同中学は、１８７７（明治
１０）年、鳥取中学校、１８８６（明治１９）年、鳥取県尋常中学校、１８９９（明治３２）年、鳥取県第一中学校などへの改称
を経て、１９０９（明治４２）年、鳥取県立鳥取中学校へと改称される。

資料１ 『創立五十年』（鳥取県立鳥取中学校）

１９２９（昭和４）年に同窓会誌の記念号として出された高知県立高知城東中学校『創立五十周年記念号』【資料２】
は、「旧高知藩主第八代山内豊敷、儒術を尊び、宝暦十〔１７６０〕年十二月教授場を城東追手筋に創設し、士人の就
学を奨励せり。後、教授館と改称し、第十二代豊資、第十三代豊熈、皆善く祖業を継述し、益々学政を拡張せし
が、第十六代豊範に及びて、更に規模を拡張し、教授館を廃して文久二〔１８６２〕年二月新に城西小路に文武館を
建て、後、致道館と改め、専ら文武の学芸を練習せしむ。明治五〔１８７２〕年廃して県〔庁〕となし、庁内に陶冶
学舎を設く、是れ即ち我が校の前身たり」と、その沿革を藩校から説き起こしている。文部省が１８９０（明治２３）年
に刊行した『日本教育史資料 二』【資料３】にもあるように、致道館の「教場規則大意」は「中学ノ制」「中学
ノ教式」とされており、高知藩は藩校致道館をもって新時代の中学にしようとしていたのである。しかし、「学
制」発布に伴い致道館は廃止となる。その後を受けた陶冶学舎は、１８７４（明治７）年、その予備生徒を養成する
ために変則中学校を附設した。変則中学校は、１８７６（明治９）年に「高知県立高知師範学校附属変則中学校」と
改称され、さらに１８７８（明治１１）年１１月１９日に高知中学校となった。これが高知城東中学校５０周年の基準点とされ
ている。
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資料２ 『創立五十周年記念号』
（高知県立高知城東中学校）

資料３ 『日本教育史資料 二』（文部省）

福岡県豊津中学校が創立５０周年を記念して１９３７（昭和１２）年に編纂した『豊津中学校史』【資料４】は、「今茲
五月九日、創立五十周年の記念祝賀式を挙行したのであるが、之を藩学育徳館の既往に遡り、更に源を思永館の
昔時に尋ぬるときは、学統の綿々たる将に二百年に垂んとしてゐる」と述べる。同書によれば、豊津藩は１８６９（明
治２）年に育徳館を設立した。育徳館は、廃藩置県後、育徳校と改称し、変則中学校としてもっぱら英学、洋学
を教授した。同校は、１８７４（明治７）年に「第三十五番中学校」となり、１８７９（明治１２）年９月には県立の豊津中
学校となった。同校は、１８８６（明治１９）年の「中学校令」に伴っていったん廃止されたが、わずか３５日後に「諸学
校通則」に基づく府県管理中学校として復活し、１９００（明治３３）年から再び県費支弁を受ける県立中学校となっ
ている。

資料４ 『豊津中学校史』（福岡県豊津中学校）

―１０―



中学校設立運動の展開
山形県の初代県令三島通庸は、「一郡一中学校政策」と呼ばれる積極的な政策を展開したことで知られている。
庄内地方では１８７７（明治１０）年に設置されていた鶴岡変則中学が１８７９（明治１２）年に西田川郡中学校と改称され、
他郡にも中学校が設置された。しかし、西田川郡中学校以外のものは経営難のためわずか数年で廃止されてしま
う。県主導の中学校増設策が軌道にのらないなか、山形県を代表する自由民権運動家である森藤右衛門を始めと
した地域の指導者層によって１８８３（明治１６）年に、西田川、東田川、飽海の三郡連合町村立中学校設立運動が始
まった。この運動は、翌年には県立中学校庄内分校誘致運動へと転換するが、１８８６（明治１９）年の中学校令が公
立中学校を各府県１校に制限したため西田川郡中学校も廃止されてしまう。これを受けて、「庄内私立中学校」設
立運動となり、１８８８（明治２１）年になって「庄内私立中学校」が開校した。以上の設立経緯にうかがわれるよう
に、同校は、私立学校とはいっても、地域的共同性の強い学校だった。その後、同校は、三郡から資金を集め、
１８９３（明治２６）年に「諸学校通則」第１条の適用を受けて府県管理中学校の庄内尋常中学校となり、１９００（明治３３）
年には県立に移管される。この県立移管を記念して１９０１（明治３４）年ごろに刊行されたと推測される『荘内中学
校沿革史』【資料５】は、紆余曲折を経た同校の設立運動を記した貴重な文献である。

資料５ 『荘内中学校沿革史』（山形県立荘内中学校）

１８９０年代には小学校への就学者数が急増した。これを受けて尋常中学
校への進学希望者も増大し、この時期各地で中学校設立運動が展開され
た。しかし、この運動は１９００年代に入って沈静化していく。山形県では、
１９００（明治３３）年１１月の通常県会に「本県ノ中学教育タル逐年発達ノ気
運ニ向ヒ其入学志願者ヲ収容スル能ハサルヲ以テ既ニ新庄分校ヲ設置シ
タルノミナラス曩ニ庄内、米沢ノ両私立中学校ヲ県立ト為シタル等畢竟
中等教育ノ拡張ヲ図リタルニ拘ハラス其進歩ノ程度ハ未タ此ノ設備ヲシ
テ満足セシムル能ハスシテ尚ホ志願者ヲ充分ニ収容スルコト能ハサルノ
実況ナルニ付」、新庄分校を本校に改めたうえで３分校を増設するか、
別に中学校を設置することを求めて「中学校設置ニ関スル件」が建議さ
れるが、否決されてしまう（『山形県会史 全』１９０５年、５９５～５９６ペー
ジ）。せっかく開校しても財政的な支援を受けることができずに廃校と
なる学校もあった。１９０２（明治３５）年４月に開校したばかりの西村山郡
立西村山中学校は、１９０３（明治３６）年２月の火災と日露戦争勃発に伴う
財政難のあおりを受けてわずか２年で廃校となる。１９０４（明治３７）年に
刊行された『西村山中学校誌』【資料６】は、同校の復活を願い、その時 資料６ 『西村山中学校誌』（山形県

西村山郡立西村山中学校）
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のために記録を保存しておくことを目的として作成されたという。おそらくもっとも短い沿革史の一つではない
かと思われる。

２ 高等女学校の誕生

初期の女学校
「学制」が出された当初は中学校に女性も男性とともに就学していたが、次第に別学へと転じていく。１８７４（明
治７）年には女性の中学生はわずか２８名で全員が中学校に在籍していたが、１８７９（明治１２）年には２７４８名に増加
し、女性のみの中学校が１４校設置されていた（統計上では１８８２年度をもって、女性が中学校から消え、かわって
高等女学校が登場する）。そのような女性だけの先駆的な中等学校の一つに岐阜県女学校がある。１８７９（明治
１２）年に師範学校内に「女子師範科」とともに「普通女学科」を設置した岐阜県は、翌年には新たに岐阜県女学
校を創設して、二学科をそのなかに移した。１８８４（明治１７）年の『岐阜県女学校規則』【資料７】によれば「女子
師範学科」は「彝倫道徳を本とし、女児小学全科の教員たるべき者を養成する所」とされ、「普通女学科」は、「彝
倫道徳を本として、高等の普通学科を設け、優良なる婦女を養成する所」とされた。その後、�‐２でも述べるよ
うに、岐阜県女学校は１８８５（明治１８）年に華陽学校に合併され華陽学校女子部となった。さらに１８８６（明治１９）年
には岐阜県師範学校が設置されると、女子部にあった「女子師範科」はそこに吸収され、「普通女学科」の方は廃
止された。尋常師範学校女子部も１８８７（明治２０）年に閉鎖され、以後、１９００（明治３３）年に岐阜市と大垣町に高等
女学校が設置されるまで岐阜県には公立の女子中等教育機関は存在しないこととなった。

資料７ 『岐阜県女学校規則』（岐阜県）

女学校定着への苦難
女性のための公立の中等学校がなかなかうまく定着しなかったのは岐阜県だけではなかった。愛知県で最初の
公立高等女学校が設置されたのは１８９０年代半ばのことである。１８９６（明治２９年）年６月、名古屋市税をもって設立
された愛知県名古屋高等女学校（以後、校名は改称を繰り返すが、以下では名古屋高等女学校と記す）は、１８９５
（明治２８）年に制定された「高等女学校規程」に準拠したものだった。初代校長に抜擢されたのは棚橋絢子である。
彼女は、後に私立東京高等女学校を創立するなど、今日、著名な女子教育者として知られている。
『梅巷存稿』【資料８】は、その棚橋絢子の執筆した原稿が写真版として掲載され刊行されたものである。その
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中の一稿として掲載されている「名古屋市立高等女学校長に就任の由来」（題名は後年に別人が表記したものと
される）では、名古屋高等女学校が設立されるまでの愛知県、とりわけ名古屋における明治初頭からの女子中等
教育機関の変遷と定着までの苦難の道のりを読み取ることができる。愛知県では、１８７６（明治９）年に、「英語」
などを教授する教育程度の高い「女範学校」と呼ばれる学校が設置されることになるが、県民の女子教育観との
乖離から成果を上げることができなかった。１８７８（明治１１）年に同校は愛知県女学校と改称し、学則も改正した
が、やはり民情にそぐわず、県会で予算が削除されてしまう。このような動向の中、同校が廃止されるとともに
新たに師範学校附属女子部が設置されるものの、１８８２（明治１５）年には結局廃止されてしまう。県下の女子中等
教育機関は、１８８７（明治２０）年設立の私立愛知女学校をまたなければならなかったが、これも１８８９（明治２２）年に
は廃止されてしまう。

資料８ 『梅巷存稿』（棚橋絢子）

その一方で、名古屋では１８８８（明治２１）年頃からキリスト教系の女学校、すなわちミッション系女学校の出現
をみることになる。こうしたミッション系女学校は女子中等教育の一翼を担っていたものの、「高等女学校規程」
に準拠することができず、高等女学校に類する学校、つまり各種学校として存在していた。
このような公立不在の女子中等教育の現状を打開するため、名古屋市会では、高等女学校を設立し、本格的な
女子中等教育の普及を図ろうとする動きが見られるようになる。その背景には、女子教育要求の高まりがあった。
例えば、『扶桑新聞』１８９５（明治２８）年２月６日号の社説「女子の高等教育」は、「軍国多事の故を以て内国威の実
力養成を怠る可らず。教育の一事殊に肝要なり。維新教育の結果は大に女子教育を進め、国内中等種族の女子を
して其思想を高めたりと雖ども、要するに女子に高等普通教育を授くるの良校に至ては惟ふに東京の地にあるの
み。大阪、京都、愛知、横浜等間間高等女学校ありと雖ども多くは外人耶蘇教徒の設立に係る者に過ぎず。先ず
は地方一般に於て府県公立の高等女学校を欠ける者と謂う可し」と記し、地方における「府県公立の高等女学校」
の設置の遅れを指摘しているとともに、「府県公立の高等女学校」の設置を強く求める言動としても解釈できる。
こうした世論による府県公立の高等女学校の設立要求の高まりも、名古屋市会の高等女学校設立に向けた取り組
みに少なからず影響を与えていたことは想像に難くない。
こうして１８９６（明治２９）年に名古屋高等女学校は設置されたが、その初期の運営は厳しいものであった。同窓
会誌である『松の操』第４１号（１９０６年）【資料９】に掲載された「創立満十周年紀念祝賀式の記」によれば、「顧み
て開校当初のことを思へば生徒の数、僅に五十名なりし」という。その後、「高等女学校令」が制定され、愛知県
下では豊橋町立高等女学校が１９０２（明治３５）年に、愛知県立高等女学校が１９０３（明治３６）年に設立されることにな
る。この頃にもなると、名古屋高等女学校への入学志願者は、時として５００名以上にものぼり、倍率は３倍以上へ
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と達する（『明治四十四年度 市立名古屋高等女学校一覧』【資料１０】参照）。１９０３（明治３６）年には海老茶袴の制
服も定まった（『松の操』第７号（１９０３年）【資料１１】）。以上のように、名古屋高等女学校は苦難の道のりを経て
１９００年代初めにようやく定着したといえるだろう。

資料９ 『松の操』第４１号（名古屋高等女学校）

資料１０『明治四十四年度 市立名古屋高等女学校一覧』（名古屋高等女学校）
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女子職業学校から高等女学校へ
当初、低調だった女子の中等教育要求は、その後、次第に拡大
していく。それは、高等女学校の設置要求という形をとり、それ
を受けて１９２０年代に高等女学校数が急増することになる。そのよ
うな高等女学校の中には、既設の職業学校や各種学校からの転換
を図ったものも存在している。例えば、１９３５（昭和１０）年の旭川
市立高等女学校校友会『会誌―開校二十周年記念号』【資料１２】
によれば、同校は、１９１５（大正４）年２月に旭川区立女子職業学
校として発足し、１９２１（大正１０）年２月には高等女学校へと改編
され、その名称を旭川区立北都高等女学校とする。１９２２（大正１１）
年、市制施行による校名再改称を経て、１９３５（昭和１０）年１２月に旭
川市立高等女学校へと名称変更される。
旭川市立高等女学校と同様に、女子職業学校から高等女学校へ
と転換したのが札幌市立高等女学校である。１９３８（昭和１３）年に刊
行された札幌市立高等女学校『回顧三十年』【資料１３】が記すよ
うに、同校は、１９０７（明治４０）年５月に「徒弟学校規程」に基づく
札幌区立女子職業学校として開校する。１９２０（大正９）年３月に
同校をいったん廃止した上で、４月より札幌区立実科高等女学校
として開校、１９２２（大正１１）年には区立高等女学校に改編、１９２３
（大正１２）年、市制施行により札幌市立高等女学校へと改称するこ
とになる。
北海道に存在していた公・私立女子職業学校は、１９２１（大正１０）
年に「職業学校規程」が制定される以前の１９１９（大正８）年ごろか
ら、目まぐるしく設置・転換・廃止がなされたとされる。このような動きの中で、高等女学校へと転換していっ
た公立女子職業学校は、１９３６（昭和１１）年段階で、公立高等女学校（実科高等女学校は含めず）１８校中、上述した

資料１１『松の操』第７号（名古屋高等女学校）

資料１２『会誌－開校二十周年記念号』
（旭川市立高等女学校）
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２校を含め８校にものぼっている。こうした女子職業学校は元来どのよ
うな意味合いをもっていたのだろうか。北海道内の女子職業学校、とり
わけ札幌区立女子職業学校については、高等女学校に代わる安上がりの
中等教育振興策として、その「代替物」の役割を担っていたこと、設立
当初は北海道庁立高等女学校の入学難緩和の意味をも有していたとされ
ている。

３ 誘致・移管をめぐる駆け引き

刈谷町 vs. 西尾町
公立の中等学校が設立される際、その位置をめぐってさまざまな駆け引きが繰り広げられ、「政治」問題化する
こともあった。１９１７（大正６）年、愛知県では県立中学校の増設が計画される。これは、１９００（明治３３）年前後か
らの男子の中等学校への社会的要求の高まり、進学希望者の増加に対処するためのものであった。この新設中学
校の設置場所をめぐって、県内各地で積極的な誘致運動が展開され、愛知県会はこの問題で紛糾する。
１９１７（大正６）年１１月、愛知県会に出されたのは半田町と西尾町に県立中学校を各１校設置するという案だっ
た。しかし、この案は郡部議員等からの反対を受け、これを一つの契機として県会の勢力図が変化する事態にま
で発展した。結局、半田町と西尾町に設置する案は、同年１２月に否決されている。この問題は、翌年の臨時県会
まで持ち越され、その間、誘致運動も引き続き展開された。最終的には１９１８（大正７）年７月に中学校３校、養
蚕学校１校、商業学校１校を設置することが決定され、それぞれの設
置場所は一宮町（県立第六中学校）、半田町（県立第七中学校）、刈谷
町（県立第八中学校）、新城町（養蚕学校）、呼続町（商業学校）となっ
た。
愛知県立第八中学校は、以上のような経緯で刈谷町に設置されるこ
ととなり、１９１９（大正８）年４月に開校した。同校を前身とする愛知県
刈谷中学校が１９２８（昭和３）年に刊行した『愛知県刈谷中学校開校拾
週年記念』【資料１４】には、関係者の回想録が掲載されており、町長や
運動員らが愛知県会議員、文部省と懇談を行なったことや運動の際に
は刈谷町出身の元代議士の尽力があったことなどがわかる。この間の
刈谷町における中学校誘致運動の一端を探ることができる記述となっ
ている。
一方、愛知県において早い時期から誘致運動を展開しながらも、結
果的に設置場所から外されてしまったのが西尾町であった。中学校に
代わり、西尾町には１９１９（大正８）年に愛知県立蚕糸学校が設置され
ている。１９５８（昭和３３）年刊行の愛知県立西尾実業高等学校『五十年
史』【資料１５】には前身校である愛知県立蚕糸学校の沿革も記されて
いるが、そこにも、西尾町が中学校設置場所として一度は決定しなが
らも「刈谷町の反対にあってゆきづまってしま」ったことが書かれて
いる。

資料１３『回顧三十年』
（札幌市立高等女学校）

資料１４『愛知県刈谷中学校開校拾週年記念』
（愛知県刈谷中学校）
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県立移管をめぐる軋轢
１９２１（大正１０）年４月の「郡制廃止法」の公布を契機とし
て、愛知県では郡立学校を県立移管すると同時に、県内の中
等学校の「適正配置」のため、一部の町立中等学校も県に移
管することとなった。この時、候補の一つとしてあがってい
たのが刈谷高等女学校である。同校は、１９２１（大正１０）年４月
に刈谷町立で設立された学校であるが、刈谷町の側も自らの
負担が原則的になくなる県立移管を望んでいた。しかしなが
ら、１９２１（大正１０）年１２月の県会でいったんは候補とされた
にもかかわらず、翌年１月にはそこから外されてしまい、刈
谷高等女学校の代わりに安城高等女学校を入れた案が通る。
刈谷高等女学校の県立移管はこの時は叶わなかった。このよ
うな決定がなされたのには、安城町が県会与党の政友会の地
盤だったのに対し、刈谷町が憲政会の地盤であったことが影
響したといわれている。１９３１（昭和６）年に刈谷高等女学校
１０周年を記念して刊行された『愛知県刈谷高等女学校創立拾
周年記念』【資料１６】に所収されている回想録の中にも、こ
のような結果となったことで「此の時ばかりは町民一般は政
争の悪影響を痛感せずには居られなかつたのであります」と
の記述がみられる。県立移管をめぐる地域の争いに、政治的
な要素が関連していたことを示唆する事例であるといえるだ
ろう。

資料１５『五十年史』（愛知県立西尾実業高等学校）

資料１６『愛知県刈谷高等女学校創立拾周年記念』
（愛知県刈谷高等女学校）
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コラム２

藩校と旧制中等学校

近世藩校の教育的伝統が明治以降の、とりわけ現代の学校教育のどの部分に影響を残したかという点
は、教育史研究者でなくとも依然として興味ある課題の一つである。敗戦後の新制高校の中には、当該地
方の藩校名を校名とし、教育方針の拠り所としているところもあるようであるが、藩校名が、ほとんど儒
学の古典に拠り所を持つことを思うと、その理由を糺したくなるのは筆者ばかりではあるまい。
今日に至る教育の連続性を考える上で、旧制中等学校はどのような役割を果たしたのであろうか。藩校
は明治４年７月の廃藩置県によって、維持・経営母体を失い、その多くの舎屋は荒廃に任され、やがて解
体・移転、また転用・転売されるなど、さまざまな末路を辿ったことはよく知られている。それは、武士
の学校の終焉を象徴する出来事でもあった。しかし、維新政府が学制を展開するうえで、前時代の物的・
人的遺産が前提的な条件になることは疑いの無い事実であり、寺子屋やその師匠を組み入れた小学校政策
などに見られるところである。藩校の場合も同様に、郷学校や師範学校などの開設に影響を与えており、
実態面で新学制に組み込まれる余地を残していたといえる。
ただし、どのような形で中学校制度に取り込まれたかは、簡単ではない。（A）舎屋や施設などの一部あ
るいは全部が転用されたもの、（B）書籍や備品が引き継がれたもの、（C）藩校教師や学生をあらたに教師と
したもの、（D）校名や理念が引き継がれたものなど、さまざまであるが、ほとんどの場合中学校開設までに
は紆余曲折の歴史を持っている。
いま、愛知県下における事例として、旧尾張藩立学校の歩みを管見したい。尾張徳川家は、天明３（１７８３）
年５月、折衷学の細井甚三郎（平洲）を挙用して学館（明倫堂、明治２年、学校と改称）を営み、家中・
領民の教育に意を用いてきたが、廃藩にともない、儒学教育の場である「学校」は廃止された。しかし、
明治３年６月に藩が開設した「洋学校」は、藩校教授佐藤牧山や細野要齊らの尽力に拠るとされる。それ
は、廃藩後名古屋県に引き継がれ、同５年８月の「学制」下でも存続し、翌年には「成美学校」と改称、
第２大学区第一番仮変則中学校となった。
官立東京外国語学校の設置（文部省・明治６年１１月）によって７年３月に「官立愛知外国語学校」が設
置され、成美学校生徒の入学が許可されると、同校生徒数の減少が見込まれ、結局「外国語学校」の開設
は、成美学校を吸収する形で実現した。しかも、成美学校校舎を改修して開校した（同年９月）のである。
同校は、「通弁」を志す者と上級「専門諸科」へ進学する者の養成を目的とする、中等教育機関であった。
同７年１２月、文部省の官立外国語学校から英語科が分離・独立され、全国六カ所の学校が英語学校と称
することとなり、愛知外国語学校も「愛知英語学校」と改称され、修業年限４年で「大学校ニ入ラント欲
スルモノニ先ズ英語ヲ以テ普通ノ学科ヲ教授」する学校となった。
明治１０年２月、愛知・広島・長崎・新潟・宮城の官立英語学校が廃止されると、愛知県は文部省の許可
を得て校舎・書籍・備品ともども英語学校を引き継ぎ、「愛知県中学校」と改称した。同年４月の「愛知県
中学校校則」によれば、「専門学科ニ入ラント欲スル者ニ先ツ英語及和書ヲ以テ普通中学ノ学科ヲ教授」す
る予科（１年）・本科（３年）からなる、定員約２００名の学校であった。同校は、１３年に教則を改め、「邦語」
で教育する「中学普通科」と主に英語で進学教育を行なう「中学英語科」となり、その後、度々教則の整
備がなされ、明治１９年「中学校令」に基づき各府県に設置された尋常中学校として改編（「愛知県尋常中学
校」）された。後身である愛知県立第一中学校（現旭丘高校）は、藩立学校の系譜を引いていると見ること
ができる。
ところで、旧藩主である尾張徳川家は、維新後も育英事業を支援し、明治３２年２月、文部大臣より設立
認可を得て、４月１日に「私立明倫学校」を開校した。校主義礼の設立趣意によれば、（藩）祖義直の教学
振興の遺志を継承し、「広ク有為ノ材ヲ育テ以テ国家ノ用ニ充テント欲シ曩ニ明倫中学校ヲ設立」（『明和
高校の先蹤』昭和５８年）したとあり、藩校明倫堂との強い関わりを示唆している。その後同校は、定員を
増し、県内外の中学校・師範学校の武術大会、運動会をはじめ中等学校との文武交流を盛んに行って、地
歩を固めようと努めている。同校が県に移管をされ、「愛知県立明倫中学校」と改称されるのは大正８
（１９１９）年４月のことであり、「明倫夜間中学」開設が認可されるのは昭和９（１９３４）年３月になるが、それ
はこうした経営努力の結果であろう。設置者が教育理念の継承を重視した同校では、今なお教育的伝統を
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もって新入生を鼓舞していると聞く。
旧藩校名を学校名に使った例は、他にもある。旧吉田藩の時習館は、今日の高等学校名になっており、
田原藩三宅家の藩校成章館も同様である。いずれの校名も『論語』の章句に由来し、学問・教育の意義を
説いたものである。時習館は、宝暦２（１７５２）年の開設になり、「学制」施行によって一旦は廃止されたが、
明治２６（１８９３）年、豊橋町内の有志らが高等小学校卒業者のための継続教育の場として「私立補習学校時習
館」を設立、校名は旧藩校名に拠ったとされる。同校は２８年５月、県の認可を得て、町立尋常中学時習館
となった。また、明治３３（１９００）年、県に移管され、愛知県立第四中学校、さらに大正１１年からは愛知県豊
橋中学校と改称された。成章館は、尋常高等小学校付設、町立、渥美郡立、愛知県立と認可者・設置者が
目まぐるしく変化したが、一貫して由緒ある校名を持ち続けた学校である。
実際、全国を見渡すと、こうした類例は少なくない。水戸藩校弘道館の精神に基づく教育を志し、蔵書
の一部を引き継ぐ私立茨城中学校・同高等学校や、福岡藩修猷館（現修猷館高校）、小倉藩思永斎（現育徳
館高校）、久留米藩明善堂（現明善高校）、佐賀藩弘道館（佐賀西高校）大村藩五教館（大村高校）、薩摩藩
造士館（甲南高校）など、いずれも伝統校として今日に至っている。中でも、久留米藩明善堂は、「学制」
によって明善小学校、小学校教師伝習学校へ、明治９（１８７６）年に久留米師範学校、同１２年、県立久留米中
学校、明治２０年、仮設久留米尋常中学校、翌年私立久留米尋常中学校、同２２年県立移管、さらに同３２年に
は福岡県立中学明善校と改称し、昭和３（１９２８）年に至って福岡県中学明善校となった複雑な歴史を持つ事
例でもある。
藩校を淵源とする旧制中等学校の多くは、急速に変化する時代に呼応しつつ、尚かつ地域の文化的伝統
を保持しようとする人々によって生み出された苦闘の歩みでもあり、背後には忘れてはならない地域に根
ざした歴史があるというべきである。

参考文献：『愛知県教育史』『岡崎高校九十年史』『明和高校の先蹤』『愛知県第一中学校沿革史』『時習
館・写真７０年史』ほか

―１９―



Ⅲ．生徒の学びと生活

１ 中等学校への入学

受験準備教育の始まり
１９１０年代以降、都市部を中心に、中等学校への入学希望者が増大し、受験競争が繰り広げられるようになった。

『中学程度 入学試験問題集』【資料１７】は、中等学校入試のために刊行された初期の問題集である。同書の出版
年月日（１９０８年１１月１６日発行）からは１９０８（明治４１）年に各学校にて行なわれた入試問題を採録していると推察で
きる。巻頭には「受験者心得」が示されており、例えば、「試験ノ間際ニ至リ俄カナル勉強ハ失敗ヲ招ク基ナレバ
断ジテ不可ナリ」と、現在にも通用するような戒めの言葉をみてとることができる。内容を概覧すると、①各学

校における入試問題が羅列されているが、模範解答が掲載されていない
点、②工業学校の国語科の試験問題では、「きかいじかけ」などの漢字書
取、作文として「工業学校に在る友人に贈る文」など、学校種に関連す
る用語・事柄が問題としてあげられている点、③愛知県立高等女学校の
「本科」と「技芸専修科」の両方の問題が掲載されているが、「技芸専修
科」では裁縫科の問題に実技が含まれている点、などの特徴が指摘でき
る。また、この時期、「本年度ハ無試験ニテ入学ヲ許可ス」と記載されて
いる学校も少なからず見出される。これらは定員割が生じた学校である
と考えられる。
一方、１９２３（大正１２）年に刊行された『中学校 高等女学校 実業学
校 入学準備 分類算術 全』【資料１８】は、資料１７と異なり、「算術」
の学習を趣旨とした書籍である。構成は「四則」「諸等数」「分数」「比
例」「歩合算ト利息算」「力試シノ問題」の６つに大別され、そこからさ
らに「植木算」「年齢算」「鶴亀算」、「求積算」、「仕事算」「時計問題」、
「正比例」「反比例」、「歩合算」「利息算」、「模範解答」「問題」などへと
細分化されている。また、「ハシガキ」に注目してみると、「本書ヲ御採
用シテ下サル予科受持ノ先生方」、「予科教授ノ目的ニ添ハンコトヲ期ス
ル」と記されていること、「受験者ノ注意」も併せて記されていることに

資料１７『中学程度 入学試験問題集』（文昌堂、永昌堂、文林堂）

資料１８『中学校 高等女学校 実業学
校 入学準備 分類算術 全』
（川瀬書店）
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鑑みて、受験生だけではなく、教師も読者として想定した書籍であったと考えられる。
資料１７は愛知・三重・岐阜・静岡・滋賀・奈良にある中等教育レベルの学校の入試問題を取り上げており、資
料１８は、著者が愛知県立商業学校教諭・前愛知県熱田中学校教諭、発行元は名古屋の書肆、書籍広告内容につい
ても名古屋に関連している。いずれも地域に密着した書籍であるといえる。受験関係の書籍といえば、『東京遊学
案内』など、東京を中心とした情報、すなわち東京を志向した、高等教育機関の受験者向けものがよく知られて
いるが、中等学校の受験や学習に関する書籍のなかには、こうした地元での受験や学習を反映した書籍も存在し
ていたのである。

入学者の横顔
まず中学校への入学者についてみてみよう。沿革史のなかには入学者の家庭に言及するものがある。兵庫県の
鳳鳴中学の例をとりあげよう。同校は、１８７６（明治９）年１１月に旧篠山藩主・青山忠誠の命を受けた安藤直紀らが
「中年」以上の子弟の教育のために、篠山春日神社境内に設立した私立篠山中年学舎に起源をもつ。１８７８（明治１１）
年、多紀郡に移管され公立篠山中学と改称、１８８４（明治１７）年の「中学校通則」発布の影響もあり、私立鳳鳴中学
と称することになる。以後、改編を繰り返し、１９２０（大正９）年４月に県に移管され、兵庫県立鳳鳴中学校となる。
１９２５（大正１４）年に刊行された『鳳鳴中学五十年記念誌』【資料１９】によれば、１９２５（大正１４）年度における鳳鳴中
学校の入学志願者は１６０名であり、入学許可者は９６名と、競争倍率は約１．７倍であった。生徒数４３３名のうち、同校
が位置していた多紀郡の出身者が３８９名（内、徒歩通学者２４７名）にものぼり、次いで占めるのが隣郡の出身者２７名
と、地域に密着した中学校であったといえよう。入学者の家庭状況を概覧してみると、５４名は農家の子弟であり、
次いで商家の子弟が１５名と、入学者の大多数が農家の子弟で占められていることがわかる。

次に高等女学校に目を向けてみよう。愛知県額田郡岡崎町では、１８９６（明治２９）年に県立第二尋常中学校（後の
県立第二中学校）が設置されて以降、男子中等教育が確立していく一方で、女子中等教育の整備に関しては遅れ
をとっていた。そのため、高等女学校への進学を目指す女子は、当時県内に存在していた愛知県立高等女学校、
名古屋高等女学校、豊橋町立高等女学校に入学するか、もしくは県外に出ていかなければならない状況におかれ
ていた。そこで、岡崎町は１９０５（明治３８）年４月に高等小学校に女子補習科を設置し、その後、町内における高等
女学校設置の気運も高まったこともあり、１９０７（明治４０）年４月には岡崎町立高等女学校を開校することになる。

資料１９『鳳鳴中学五十年記念誌』（兵庫県立鳳鳴中学校）
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それは西三河地域における初の高等女学校であり、その規模は本科２００名、技芸専修科５０名という本格的なもので
あったとされる。
資料２０は１９１１（明治４４）年刊行の、そして資料２１は１９１５（大正４）年刊行の『岡崎町立高等女学校一覧』である。
資料２０における学則の条項から、「本科」は年齢１２歳以上、尋常小学校卒業もしくは検定試験を通過した者に、
「実科」は年齢１４歳以上、高等小学校修了もしくは検定試験を通過した者に、それぞれ入学資格が与えられている
ことがわかる。

資料２０『岡崎町立高等女学校一覧』（岡崎町立高等女学校）

―２２―



次に資料２１から、１９１４（大正３）年度に入学した生徒６４名の出身地の割合をみてみると、同校の位置している額
田郡の出身者が約７割（岡崎町出身者は約６割）を占めており、西三河地域出身者も合わせると、その割合は約
９割にものぼっていることがわかる。当時、三河には裁縫女学校や裁縫専修学校などが１０校以上あったのに対し
て、高等女学校は、西三河地域の岡崎町立高等女学校と東三河地域の豊橋市立高等女学校（旧・豊橋町立高等女
学校）の２校を数えるだけであった。上述した生徒の出身地の割合に鑑みると、岡崎町立高等女学校は西三河地
域における唯一の高等女学校として、同地域の女子の「高等普通教育」を担っていたといえるだろう。
他方、同年度に入学した生徒の「父兄職業一覧」をみてみると、商業１９名、農業１６名と続いていることがわか
る。加えて、記載職業としては異なる項目に位置するものの、会社員、教員や官吏といった給与所得者や、比較
的裕福と推定できる階層である医師を父兄にもつ生徒が少なくとも１２名存在していることも同時に確認できる。
もちろん、生徒の詳細な家庭生活まで追究することは困難ではあるものの、生徒の父兄職業構成は、岡崎町立高
等女学校へと進学することが可能だった女子の階層をうかがい知る一つの手がかりとなるだろう。

２ 中学校での学びと生活

初期のカリキュラム
岐阜県では、「学制」発布後に遷喬学校と呼ばれる学校が設置された。同校は、１８７６（明治９）年１月に岐阜中
学、１８７７（明治１０）年５月には岐阜県第一中学校と改称される。岐阜県が１８７９（明治１２）年に出した『岐阜県第一
中学校教則』【資料２２】によれば、この校は、３ヵ年の下等中学と２ヵ年の上等中学からなり、後者は、英語学を
主として教える「甲科」と、日本語で教える「乙科」に分かれていた。「甲科」は卒業後、大学に進学するものが
学び、進学しないものは「乙科」を選択することになっていた。
岐阜県第一中学校は、１８８０（明治１３）年１０月に師範学校と合併して華陽学校と改称した。同校は、１８８３年に県会
が農学校廃止を決議すると、農学校を吸収し、さらに翌年、女学校の経費が否決されるとそれも統合した。華陽
学校は、県会と対立を経て師範学部、中学部、農学部、女学部からなる「総合学校」となったのである。１８８３（明
治１６）年３月の『岐阜県中学科教則及試業規則』【資料２３】には、その中学部のカリキュラムが掲載されている。

資料２１『岡崎町立高等女学校一覧』（岡崎町立高等女学校）
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４年制の初等中学科と２年制の高等中学科からなっており、学科や時間数が１８８１（明治１４）年に文部省が出した
「中学校教則大綱」に即したものとなっていることがわかる。同校は、１８８６（明治１９）年５月、岐阜県中学校とな
り、翌年１月に岐阜県尋常中学校に改称されていく。

資料２２『岐阜県第一中学校教則』（岐阜県第一中学校）

資料２３『岐阜県中学科教則及試業規則』（岐阜県）

―２４―



厳しい試験
中学校での試験の実情を示す資料として、定期試験や月次試験、卒業試験などの各種の試験の結果を報じる

「試業報」がある。ここでは、１８７９（明治１２）年から１８８２（明治１５）年にかけての愛知県中学校の「試業報」を紹
介しよう。愛知県中学校は、１８７４（明治７）年３月に名古屋に設置された官立の愛知外国語学校が同年１２月に愛
知英語学校と改称され、１８７７（明治１０年）２月に廃止された際に、その校舎や備品等を受け継いで設立された学
校である。「明治十五年七月 愛知県中学校卒業定期試業報」【資料２４】は、上３段が定期試験の結果で、合格者
は「昇級」、不合格の場合は「元級」、すなわち留年扱いとなる。上級ほど、人数が少なく、試験も厳しくなる。
例えば、６６名いた第４級受験者のうち合格者は５７名と８６パーセントとなっているが、第１級では１３名中合格者は
９名と合格率は７０パーセントに満たない。「試業報」の４段目には、卒業試験の結果と学力優秀者名も記されてお
り、学力優等の者には書籍が賞与されていることがわかる。なお、愛知県中学校は、１８８６（明治１９）年９月に愛
知県尋常中学校と改称し、その後、二つ目の県立中学校の設置に伴って第一尋常中学校と改称、さらに愛知県立
第一中学校となった。

愛知県において、愛知県立第一中学校が公立中学校の雄だとすると、私立中学校の雄は明倫中学校であった。
同校は、徳川義礼を校主として１８９９年（明治３２）年１１月に設置された。この後、１９１９（大正８）年２月、県に移管
される。戦後、県立第一高等女学校と統合され、愛知県立明和高等学校となる。「明和」とは、明倫の「明」と、
第一高等女学校同窓会の和楽の「和」を組み合わせたものという。「明治三十七年度学年試験 愛知県私立明倫中
学校生徒成績表」【資料２５】には、「修身」、「国語」から「図画」、「体操」までの１４科目の試験成績が１００点満点
で記され、学年ごとに平均点の上位のものから順に名前が掲げられている。平均が６０点以上で合格となるが、１
科目でも４０点未満のものがあると落第になった。合格者数は、第１学年では１４０名中１２７名、第２学年では１３１名中
１１６名、第３学年では１０７名中９０名、第４学年では９１名中８４名、第５学年では６９名中６８名という具合に、次第に淘汰
されていく様子がうかがえる。第２学年には後に第八高等学校の校長となる栗田元次の名前がみえる。

資料２４「明治十五年七月 愛知県中学校卒業定期試業報」（愛知県中学校）
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高等女学校とのカリキュラムの違い
中学校と高等女学校は、小学校卒業者が入学する、同じ中等レベルの教育機関であったが、両者のカリキュラ
ムは教科の水準や時間数において大きな格差があった。ここでは、『三重県立第三中学校一覧 自大正二年四月
至大正三年三月』【資料２６】と『大正三年度 岩手県立盛岡高等女学校一覧』【資料２７】をとりあげ、学科課程表
を比べてみよう。三重県立第三中学校では、「国語及漢文」があるが、盛岡高等女学校の学科課程表では単に「国
語」になっており、「漢文」がないことがわかる。また、中学校では、「博物」「物理及化学」なのに高等女学校で
は「理科」となっている。「数学」では中学校が週４時間ないし５時間「算術」、「代数」、「幾何」、「三角法」を学
習するのに対して高等女学校では週２時間で「算術」と「幾何」だけである。「英語」も中学校では６時間ないし
７時間なの、高等女学校では２時間しかない。かわりに高等女学校では「裁縫」が毎学年６時間、「家事」が第３、
第４学年で３時間ずつある。

資料２５「明治三十七年度学年試験 愛知県私立明倫中学校生徒成績表」（愛知県私立明倫中学校）

資料２６『三重県立第三中学校一覧 自大正二年四月至大正三年三月』（三重県立第三中学校）
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３ 高等女学校での学びと生活

教育活動と生活
愛知県初の県立高等女学校として、１９０３（明治３６）年に愛知県立高等女学校が誕生した。創立当時、修業年限４
年の「本科」と修業年限２年の「技芸専修科」が設置された。同校は、１９１５（大正４）年に愛知県立第一高等女学
校、１９２２（大正１１）年に愛知県第一高等女学校と、二度にわたって改称される。
大正期に入り、愛知県第一高等女学校においても進学希望者の増加に対応するため、１９２２（大正１１）年に「専攻
科」が、１９２４（大正１３）年には「高等科」が設置された。注目されるのは、両科の授業に愛知県第一高等女学校の
教師陣だけでなく、愛知医科大学や第八高等学校から講師が招かれていたことである。１９８８（昭和６３）年の
『愛知県第一高等女学校史』【資料２８】
に掲載された生徒の回想をみると、
外部講師たちは自らの本務校と同じ
レベルの授業を行ない、生徒たちは
その授業を必死に理解しようと努力
していたようである。１９２９（昭和４）
年には、名古屋高等商業学校主催
「近県中等学校英語大会」が開催さ
れ、愛知県第一高等女学校の４年生
が出場しているなど、課外活動にお
いても、名古屋大学の前身校とのか
かわりが見出される。
『愛知県立高等女学校施設一覧』
【資料２９】は、愛知県立高等女学校の
創立１０周年記念として、１９１３（大正２）
年に刊行されたものである。この資
料の中には、在校生や卒業生に関す

資料２７『大正三年度 岩手県立盛岡高等女学校一覧』（岩手県立盛岡高等女学校）

資料２８『愛知県第一高等女学校史』（愛知県第一高等女学校）
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る興味深い調査結果が掲載されている。例えば「入学前余課ニ修得セル音楽種類調」によると、この学校のほと
んどの生徒が琴を習った経験があることがわかる。その他、少数ではあるがピアノやヴァイオリンを習ったこと
がある生徒もいた。さらに、「生徒ノ家庭ニ所持セル楽器ノ種類」をみると、所持人数が多い順に、琴、胡弓、ヴァ
イオリンという結果になっている。これら音楽に関する調査からだけも、愛知県立高等女学校には裕福な家庭の
者が通学していたことがうかがえる。
１９１０（明治４３）の「高等女学校令」中改正を受けて、愛知県立高等女学校は、翌年の１９１１（明治４４）年、「技芸専
修科」を改め、家政に関する学科目を修める者を対象とした修業年限４年の「実科」を設置した。資料３０は、１９１６
（大正５）年度、実科第４学年の生徒がその年の９月から１２月にかけて書いた日誌である。この学校では生徒全員
に日誌を書くことを課し、週に１回は教師に提出することを求めていた。日誌には、この生徒が琴などの習い事
をしていたり、帰省時に駅から車夫を雇ったりしていたことが記されており、そこから彼女が裕福な家庭に育っ
た生徒だったことが読み取れる。彼女は学校
のあった名古屋市の栄町付近の叔母の家で下
宿していたが、下宿先では精神が落ち着かな
かったようで、早く実家に帰りたいと語るこ
とがしばしばあった。この他、日誌には学校
や家庭での学習についても綴られている。こ
の学校では日用文字・珠算・勅語謹写のテス
トが伝統的行事となっており、生徒の多くは
これらのテストで良い成績を収めようと努力
した。この生徒も日用文字のテストに向けて
勉強した。しかし、結果は芳しくなかったよ
うで「誤字二十字程ありたりしは如何なる事
か」と嘆いている。その翌日も「日用文字の
誤字多きが気になりて夜も十分にねる事出来
ず実に苦しかりき」と、テストの不出来を気
に病んでいる様子がうかがわれる。
明治３０年代になると、新聞・雑誌の附録と

資料２９『愛知県立高等女学校施設一覧』（愛知県立高等女学校）

資料３０「日誌」（愛知県立高等女学校実科第４学年生徒）
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しての絵双六が作られるようになり、やがて子ども
向けの雑誌の新年号には欠かせない附録となった。
「女学校すごろく」【資料３１】も『少女世界』の１９０６
（明治３９）年の新年号の附録である。ちなみに、この
「女学校すごろく」は「飛び双六」に分類される。
「飛び双六」とは、各マスに賽の目によって移動すべ
き場所が記され、それに従ってコマを「飛」ばして
進めていくものであり、指定されていない目が出た
場合には、そのマスに留まるのがルールである。
「女学校すごろく」には、「新入学」を振り出しに、
上りの「卒業式」に至るまでの様々な女学生生活が
描かれている。実際にこのすごろくで遊んでみる
と、入学後、「学友」のコマで友だちを作ったり、
「遠足」のコマでさらに友情を深めたり、時に「自
修」のコマで勉強に励むなど、コマを進めながら女
学生たちの生活を疑似体験することができる。そこ
にこのすごろくの面白さがあるように思われる。

職業指導と卒業後の歩み
高等女学校を卒業した者たちは、その後、どのよ
うな道を歩んだのだろうか。福岡と大阪の沿革史と
資料を紹介しよう。
福岡県門司高等女学校は、１９０７（明治４０）年に門
司市立門司高等女学校として創立、１９１５（大正４）
年に県立移管された高等女学校である。一方、福岡
県糸島高等女学校は、第一糸島高等小学校補習科に
始まる。１９０９（明治４２）年には前原女子技芸学校と改称、１９１１（明治４４）年に郡立女子技芸学校、その後、郡立福
岡県糸島実科高等女学校、郡制廃止後は県立移管となり、福岡県立糸島実科高等女学校となる。以降、組織変更
や県令に依り、最終的に福岡県糸島高等女学校と改称する。前者は高等女学校から出発した学校、後者は実業学
校から高等女学校へと転換が図られた学校という具合に対照的な沿革をもつ高等女学校である。１９３７（昭和１２）
年に刊行された『会誌 創立三十周年記念』【資料３２】によると、門司高等女学校では、進学希望者と就職希望者
のために、「上級学校在学者懇談会」と「就職希望者懇談会」が開催されていた。「上級学校在学者懇談会」の記
事では、教師・卒業生・受験希望者の三者が集った懇談会の様子が簡単に紹介されている。受験希望者の大半は
女子師範学校二部を希望しており、「師範系の学校の受験者は先づ厳密なる体格検査にパスするだけの身体であ
ること。〔中略〕トラホームはよく根治し置くことも必要である」ことが、助言の一つとして挙げられている。他
方、「就職希望者懇談会」の記事では、教師・門司職業紹介所所長・就職者・就職希望者の四者が集った懇談会の
様子が記されている。その中で、就職希望者からの質問を見てみると、特にタイピスト及び英文タイピストにつ
いて質疑が集中している。
糸島高等女学校の同窓会誌も兼ねた『藤のかをり』（１９４１年）【資料３３】では、「会員消息」の欄において卒業

生の進路動向の一端をうかがうことができる。そこでは、結婚後の生活についての報告が主として記されている
が、中には「卒業後裁縫女学校にお通ひとか承はつております」、「タイピスト学校にお通ひだとのことです」、
「簿記学校に通学されていらつしやるさうです」など、上級学校ではなく各種学校に在学している様子が伝えられ
ているのである。このことは、制度化された学校と各種学校との接続関係（アーティキュレーション）の実態を
把握するうえで非常に興味深い。
１９２０（大正９）年７月、「高等女学校令」が改正され、「高等科ハ精深ナル程度ニ於テ高等普通教育ヲ為スモノ
トス」という、高等女学校卒業者を対象とした「高等科」が設置されることになった。ところが、「高等科」は、
設置されてもすぐに不振に陥ったり、廃止されたりしてしまう。その理由として、学校体系上における位置づけ
が女子専門学校と同列であり、「修業年限四箇年の高等女学校の卒業者にして、尚ほ其学修を続けんとするもの
は、高等科に入るよりも寧ろ中等教員の資格を得るに便利なる専門学校に入らんことを希望するであろう」と指

資料３１「女学校すごろく」（博文館）
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摘されているように（『明治以降教育制度発達史』第５巻、３６２ページ）、「高等科」への進学による特典があまり
にも少なかったことが挙げられるだろう。
大阪府の大手前高等女学校は、「大阪府令」により、１９２２（大正１１）年にそれまで設置されていた「専攻科」を
廃止し、新たに「高等科」を設置する。同校の淵源は、１８８２（明治１５）年９月、大阪府師範学校に設置された「附
属裁縫場」までさかのぼる。１８８９（明治２２）年、大阪市の管理となり市立大阪高等女学校と改称し、大阪府に移
管されて以降は改称を何度も繰り返し、１９２３（大正１２）年に大阪府立大手前高等女学校となる。資料３４は、同校の
『高等科入学志願者心得（大正十五年度）』である。しかしながら、１９２３（大正１２）年に女子専門学校の新設計画が
臨時府会に提案されたのに伴って、「高等科」の廃止問題が生じる。この廃止問題については、同校の同窓会組織
である金蘭会の幹事父兄会による働きかけもあり、「高等科ハ存続ス」との府の内示により、どうにか決着をみる
ことになる。１９２６（大正１５）年に刊行された『回顧四十年』【資料３５】に寄せられた「高等科について」と題する
論稿は、同校の「高等科」の生徒たちが文部省国語科中等教員検定試験において首位で合格する「快挙」を達成
したことを述べたうえで、「高等科の面目を大いに発揚した」とし「多年の宿望たる中等教員無資格検定は遂に彼
等の努力により実を為すであらう」と、将来の希望を綴っている。

資料３２『会誌 創立三十周年記念』
（福岡県門司高等女学校） 資料３３『藤のかをり』（福岡県糸島高等女学校）

資料３４『高等科入学志願者心得（大正十五年度）』（大手前高等女学校）
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４ 実業学校での学びと生活

実習の一コマ
実業学校には、農業、工業、商業などさまざまな産業に即した学校があり、それぞれ独自の地域的・歴史的な
背景のもとに発展してきた。このため中学校や高等女学校のように単一の法令で把握できるものではなく、１８９９
（明治３２）年の「実業学校令」の制定後、「農業学校規程」、「工業学校規程」、「商業学校規程」、「商船学校規程」
といった学校種ごとの規程が出される。それぞれの学校の学科課程は、これらの規程に準拠することとされたが、
基本的には技術の進歩や社会情勢の変化への対応が可能であるように、拘束性はゆるく、実際に学校ごとに学科
課程は極めて多様であり、またさまざまな実習が行なわれていた。
長野県における最初の実業学校は、１８９２（明治２５）年に設立された郡立小県蚕業学校である。１８９９（明治３２）年、

「実業学校令」により乙種実業学校となる。１９００（明治３３）年に甲種となり、翌１９０１（明治３４）年には県立に移管
され、県立小県蚕業学校と改称する。『長野県立小県蚕業学校創立二拾五年祝賀帖』【資料３６】は、１９１６（大正５）
年に同校の同窓会によって創立２５周年を記念して刊行されたものである。
この学校の教育活動は、学科・実習・訓練の３つに大きく分かれていた。実習は、養蚕実習・農業実習・桑園
実習の３つに大別され、農蚕業の繁忙期にあたる４月から９月までの間に実施されていた。全校生徒は飼育・桑
摘み・桑場・警護・試験室・昆虫室・気象観測・農場等を分担し、毎日作業を行なった。４枚の写真は、実習の
様子を写したものである。実習期間中に学校を参観した者は「昼夜労働して骨の折れることである」述べており、
このことから実習が生徒にとって辛いものであったことがうかがえる。
１９１８（大正７）年に刊行された『創立三十七年記念帖』【資料３７】は三重県立鳥羽商船学校の沿革史である。な
ぜ「創立三十七年記念」なのかはよくわからない。同校の濫觴である私立鳥羽商船校は、近藤真琴により攻玉社
鳥羽商船分校として１８８１（明治１４）年に開設された。１８９３（明治２６）年に財政難で一時閉鎖されるも、１８９５（明治
２８）年には私立東海商船学校として再興した。１８９９（明治３２）年に鳥羽町立商船学校として発足し、甲種程度商船
学校と認可される。そして１９１１（明治４４）年に県立に移管され、県立鳥羽商船学校となった。同校には「航海科」
と「機関科」の２科があった。両科の修業年限は３年であり、その３年間は「席上学科」（いわゆる座学）を行
なった。その後、実習期間に入るのだが、期間は「航海科」で３年間、「機関科」で３年半だった。生徒は学校・
郵船会社・造船所などへそれぞれ配置されて実習を行なった。この写真は航海科生徒が帆走や天測の実習をして
いる光景である。

資料３５『回顧四十年』（大手前高等女学校）
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『創立満三十一年記念』【資料３８】は、１９２８（昭和３）年に山形県立
米沢工業学校が刊行した沿革史である。「創立満三十一年記念」とい
うのは、「はしがき」によると、創立満３０周年にあたった１９２７（昭和
２）年の前年に大正天皇が死去したことにより、祝賀準備を進めるこ
とができず、１年先送りとなったためであるとされる。同校は、１８９７
（明治３０）年、米澤市立工業学校として開校する。翌１８９８（明治３１）年
には県立に移管され、県立工業学校と改称する。１９２０（大正９）年に
は、山形と鶴岡に同種学校が設立されたため、県立米沢工業学校と再
改称された。『創立満三十一年記念』が出された当時、この学校には染
織科・機械科・建築科・機織科があった。写真（上）は、染織科の生
徒が工場で鍛工実習を行なっている様子を写したものである。このよ
うに実習は学校の工場で行なわれていた。工場の他に、１９１４（大正３）
年に設置された工業試験場も生徒の実習の場であった。写真（下）か
らは、染織科の生徒がその工業試験場で整理実習を行なっている様子
がわかる。

資料３６『長野県立小県蚕業学校創立二拾五年祝賀帖』（長野県立小県蚕業学校）

資料３７『創立三十七年記念帖』（三重県立鳥羽商船学校）

資料３８『創立満三十一年記念』
（山形県立米沢工業学校）
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調査報告の刊行
１９３０年代に入ると実習の成果がしばしば刊行されるようになる。１９３２（昭和７）年に編纂された豊橋市立商業
学校『創立十周年記念出版 郷土の産業』【資料３９】はその一つである。大正期、豊橋市内における商業教育発展
の必要性が叫ばれるようになり、それを受けて、甲種程度の豊橋市立商業学校が１９２２（大正１１）年に設立された。
同校は、１９３１（昭和６）年に私立豊橋商業学校を吸収した。この『郷土の産業』は、生徒が調査した市内の産業
に関する報告書であり、創立１０周年記念事業の一環として刊行されたものである。調査対象は、市内１２の主要産
業であった。当時、豊橋では蚕業が盛んであったこともあり、『郷土の産業』も蚕業について多く扱っている。調
査内容は、産業ごとに多少差はあるものの、主にその産業の概要・沿革・製法・生産高・販路について調べられ
ている。さらに『郷土の産業』では商業調査・交通量調査も実施されており、それを担当した生徒数は６８名と、
１２の産業調査を行なった５８名の生徒よりも多い。おそらく交通調査が市内主要道路３３ヶ所で実施されたことが原
因だと考えられる。

資料４０は 青森県立商業学校が１９３５（昭和１０）年に刊行した『産業調査誌 第一輯』である。同校は、１９０２（明
治３５）年、私立青森商業補習学校として開校する。１９０５（明治３８）年に青森市に移管され、市立商業補習学校と改
称される。１９０７（明治４０）年には乙種程度の市立商業学校へ組織変更され、１９１７（大正６）年に甲種商業学校とな
る。県に移管されたのは１９２６（大正１５）年であり、校名も県立商業学校となった。『産業調査誌』は、学校創立３０
周年にあたる年に刊行された。第５学年の生徒が各担当教員の下で郷土の産業・経済に関する調査を行ない、論
文化したものが掲載されている。調査目的は、生徒が産業・経済の現状を理解し、その動向を考察すること、そ
して生徒の自学心・創意工夫の精神を養成し、今後従事する職業に関する準備的研究を行なうことであった。報
告内容を見てみると、例えば「青森市商店現況調査」では、市内の中小商店を対象として、その分布・営業店数
などを調査している。次のページのグラフは、「青森市商店統計一覧表」である。この表より、市内には菓子・麺
類の営業所が多かったことがうかがえる。特に菓子業については、「年純益四百円以下の人々が八割八分にも達
するといふやうな業務に於ては、その競争の緊度といふものが一番強い」という分析もなされている。この報告
書掲載の諸論文は、調査結果の羅列に終わっておらず、先行研究を踏まえた考察もなされており、全体として高
い水準に仕上がっている。
富山県では、１８９７（明治３０）年、乙種商業学校程度の高岡市立簡易商業学校が新設された。１８９９（明治３２）年に
は甲種へ昇格し、市立高岡甲種商業学校と改称するも、２年後の１９０１（明治３４）年には市立高岡商業学校と再び
改称された。１９２２（大正１１）年には念願だった県への移管が実現し、校名も県立高岡商業学校となった。『商業調

資料３９『創立十周年記念出版 郷土の産業』（豊橋市立商業学校）
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査報告第五輯 富山県の醸造酒』【資料４１】は同校が１９３７（昭和１２）年に刊行したものである。この報告書には、
醸造の歴史・醸造法・酒の貯蔵法と荷造りなど、醸造に関する概説的内容が書かれている。『富山の醸造酒』によ
れば、富山における醸造業は、清酒が中心であり、高岡市には１３名の清酒醸造家がいたことがわかる。
『商業調査報告第六輯 富山県の水産業』【資料４２】も同じく県立高岡商業学校が刊行したものである（１９３８
年）。「序言」によると、最上級生が夏休みの大半を費やして調査を行なったという。富山の湾内は対馬と津軽の
寒暖二流が入り込み、沿岸の海底が起伏に富むことから、魚類の種類が非常に多く、昔から沿岸漁業が発達して
いたようである。『富山県の水産業』では前出『富山県の醸造業』よりも、富山におけるその産業の特徴に焦点を
当てた調査が多い。報告の水準は生徒の力量に依るようだが、県内の魚類・水産動物などの分布を調査した者、
釣り具について詳しく調べた者などがいた。県内の販売機関について調べた４人組は、魚市場などの売買状況を
詳しく報告している。
兵庫県立の第一神戸商業学校は、１８７８（明治１１）年に開設された神戸商業講習所を濫觴とする。これは日本で

資料４０『産業調査誌 第一輯』（青森県立商業学校）

資料４２『商業調査報告第六輯
富山県の水産業』
（富山県立高岡商業学校）

資料４１『商業調査報告第五輯
富山県の醸造酒』
（富山県立高岡商業学校）
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二番目の商業講習所であった。１８８４（明治１７）年には農商務省直轄化を目指すも、翌１８８５（明治１８）年に文部省の
管轄下に入り、同省より補助金を受ける。１８８６（明治１９）年、「商業学校通則」に基づいて組織を改編し、校名を
県立神戸商業学校とした。１９２８（昭和３）年には兵庫県立第一神戸商業学校と改称した。『六十年史』【資料４３】
は１９３８（昭和１３）年に刊行された同校の沿革史である。同校では、理論と実際の融合・独創力を涵養することを
目的として「産業調査」が実施されていた。これは「貿易及び海外事情調査」と「商業経営調査」の２部門に分
かれており、第５学年の生徒が夏期休暇中に調査を行なった。教師は必要に応じて、放課後に予備知識を与えて
調査を有効的に実施する手助けをした。調査後、生徒達は調査結果を整理・理論づけをして報告した。調査は困
難ではあるものの、生徒の「確固不抜」の精神育成に寄与するものだと考えられていた。
成果は、報告書にまとめられた。１９３６（昭和１１）年の『貿易及び海外事情 第二輯』【資料４４】は、同校の「貿
易及び海外事情調査」に基づく調査報告書である。「貿易及び海外事情調査」は、港都神戸にふさわしい海外発展
の進取的気象を育てること、神戸市における貿易関係生産企業の現状の調査を通じて郷土の産業を理解するこ
と、将来における貿易の振興に貢献する人物を養成することを目的とした。生徒の研究調査報告一覧によると、
テーマは世界及び日本の貿易、貿易政策、神戸港の貿易・港湾施設・歴史・貿易機関、輸出入商品、貿易相手及
び海外事情に大別される。『貿易
及び海外事情』においては、満州
や東南アジアを対象とする研究が
多いことに気が付く。当時、既に
日本はこれらの地域との貿易に力
を入れ始め、将来的に貿易主要国
になると考えられていたため、こ
のような研究テーマを選ぶ生徒が
多かったのであろう。一方、１９３８
（昭和１３）年の『商業経営事情』
【資料４５】は、「商業経営調査」を
整理・集成したものである。「商
業経営調査」は中小商業問題を研
究対象とし、中小商業者の経営組
織を知り、経営的認識を深めるこ
とで、将来の中小商業者としての
経営能力の充実を図り、中小商業
発展に貢献することを目的として
いた。この調査の中で「商店街調
査及店員調査」を実施している
が、これは予め各商店に調査票を
配布し、生徒が個別に収集する方
法を採ったものである。調査事項
は業種・資本金・営業状況の他、
店主の学歴や生活など私的な内容
も含まれていた。調査票による調
査は、不確実であり中には一見し
て虚偽だと判断できる回答もあっ
たようである。そのような回答は
調査対象から除外したという。さ
らに、店を経営するにあたって、
優れた店員を育てるための方策を
訓練と待遇の側面から検討する研
究もなされた。

資料４３『六十年史』（兵庫県立第一神戸商業学校）

資料４４『貿易及び海外事情 第二輯』
（兵庫県立第一神戸商業学校）

資料４５『商業経営事情』
（兵庫県立第一神戸商業学校）
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働きながら学ぶ・学びながら働く
『三十年史』【資料４６】は、長野県下高井
農林学校が１９３６（昭和１１）年に刊行したも
のである。下高井郡は、高社山を挟んで気
候・産業が異なる岳南と岳北に分かれてい
た。１９０６（明治３９）年、郡は財政難にも関わ
らず、岳南に郡立乙種農林学校を設立し、
同校は１９０９（明治４２）年に郡立農林学校と
改称された。１９２３（大正１２）年、郡制廃止に
伴い、全郡町村学校による組合学校とな
り、翌１９２４（大正１３）年から甲種（乙種併
置）に組織変更した。この下高井農林学校
では「卒業生指導」が実施され、これを通
じて卒業生は母校との関係を維持すること
ができた。「卒業生指導」の一つが、冬期農
閑期中に開催された５日間の講習会であ
る。これは、最近３ヶ年卒業生を主な対象
とし、「修身」、「公民」、「国語」および実
業科目を教授するもので、３年間で一巡した。こうした講習会によって、農作業の合間に教養や専門知識を身に
つけることが目指された。その他、「卒業生指導」の一環として、毎年２月に卒業生のうちで精農と認められる者
が懇談会を開いたり、地方の精農者と共に研究を行なったりして、専門知識を磨き合ったようだ。
資料４７は、愛知県の岡崎市立商業学校が１９４２（昭和１７）年に刊行した『回顧四十年誌』である。同校は、１９０２

（明治３５）年、岡崎町立商業補習学校として開校した。１９１０（明治４３）年に乙種商業学校となり、町立商業学校と
改称した。１９１６（大正５）年には市制施行に伴い、市立商業学校となった。さらに、１９１８（大正７）年に甲種商業
学校へ昇格した。この学校には働きながら通学していた生徒がいた。例えば、米肥問屋の丁稚であった元生徒
（１９１１年入学）の感想文「何苦礎」において、丁稚奉公をしながら通学する苦労などが記されている。彼は店の岡
崎支店に勤務しながら、町立商業学校へ通うことが許可された。しかし、丁稚であることに変わりはなく、早朝
に店の掃除などの仕事を済ませてから学校へ行っていた。帰宅後は、反物を車に積んで検査所・問屋に行くなど
大変な労働が待っており、夜は２時頃まで起きていた。だから学校では居眠りばかりしていたし、宿題もほとん
ど取り組めなかったという。級友が何の屈託もなく通学していたのを羨ましいとも感じていた。結局、彼は店の
都合により２年で退学したが、学校生活は楽しかったと振り返っている。このエピソードから、丁稚奉公と学習
を両立させることがいかに難しかったのかがうかがえる。

資料４６『三十年史』（長野県下高井農林学校）

資料４７『回顧四十年誌』（岡崎市立商業学校）
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５ 青年の「問題化」と課外活動

青年の「問題化」
福島県の会津中学校は、地元有志の寄付によって１８９０（明治２３）年４月
に設立され、翌年、県立の会津尋常中学校となる。『会津中学校創立二十五
年紀念号』【資料４８】は、創立２５周年を記念して１９１５（大正４）年に発行さ
れたものである。同誌に所収された「気品に就て」において前校長中根明
は、当時の学生の「気品」が往古の学生に比して劣っていると指摘した。
中根は、かつての学生は多くが士族であり、その態度容姿が高雅であった
のに対し、「輓近の学生」の多くが実業家の子弟で「村の兄哥、町の若衆
風」になったことや、生徒間の規律が乱れていること、知育偏重で修身教
育が等閑視されていること等によって、「言動共に野卑陋劣」となったの
ではないかと述べている。ここでは、生徒の「気品」の低下の要因を、出
自や学習の変化に見出していたことがわかる。
１９３０（昭和５）年に出された『自由啓発教育の推移：神奈川県立商工実
習学校十年史』【資料４９】には、生徒が起こした「問題行動」の実態をうか
がうことができる。同書は、横浜の実業家安部幸兵衛からの寄付金をもと
に１９２０（大正９）年４月に開校した、神奈川県立商工実習学校の創立１０年
を記念して発行されたものである。このような記念誌が生徒の起こした
「不祥事件」をわざわざ取り上げていることは、それ自体が注目すべきこと
だろう。具体的な「不祥事件」として挙げられているものをみると、「校内
金銭窃盗」「刃傷」「考査不正行為」「殴打仮死」「家出」「自殺」「カフ
エー、撞球場等出入、飲酒」「賭博類似行為」等多岐にわたっていることがわかり、中には警察沙汰に及んだもの
があったことも確認できる。なお、このような「不祥事件」に対し、同校では「無処罰の原則」に基づく指導が
行なわれたとされ、原則的には「停学放校等の処分をしたものは一つもない」としている。

資料４８『会津中学校創立二十五年紀
念号』（福井県立会津中学校）

資料４９『自由啓発教育の推移：神奈川県立商工実習学校十年史』（神奈川県立商工実習学校）
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課外活動を通じた交流
１９３５（昭和１０）年の北海道小樽市中学校『十周年記念体育大会』【資料５０】は、１９２５（大正１４）年に設立された
北海道小樽市中学校の１０周年記念体育大会のプログラムである。表紙に「昭和十年九月二十日」とあることから、
この日に開催されたものと思われる。大会次第、会場設計図に始まり、各競技の出場選手も一覧にして示されて
いる。種目をみると、「百米競走」「千五百米競走」「走高跳」「学年継走」等、現代でも定番の陸上競技が大半を
占めている。また、「同窓生競走（提灯）」「来賓父兄競走（提灯）」という競技もあり、同窓生や「父兄」が参加
できる競技もあったようである。

毎年夏と春に甲子園球場で開催される高校野球、第１回の夏の大会は、１９１５（大正４）年に全国優勝野球大会
という名称で朝日新聞社によって開催され、春の選抜野球大会は９年後の１９２４（大正１３）年に毎日新聞社主催で
始まった。二つの大会には、初めから中学校と実業学校（甲種）が参加しており、両者が同じ「中等学校」とい
うカテゴリーにあるという意識が１９１０年代ごろには成立していたことを示唆している。『サンデー毎日 第十五
回全国選抜中等学校野球大会号』【資料５１】は、第１５回全国選抜中等学校野球大会に際し、大阪毎日新聞社が１９３８
（昭和１３）年４月に発行した『サンデー毎日』の選抜野球特集号である。ここには、今日まで続く恒例のスポーツ
を通じた交流の一端を見出すことができる。「出場校一覧表」「選手名鑑」のほか、「選抜野球年譜」「選抜野球出
の名選手を語る」といった過去の大会を振り返る記事も掲載され、巻末には白紙のスコアブックも附されている。
また、記事の間に差し挟まれる挿絵は、「マンガ選抜軍国調」や「マンガ選抜野球国防色」と題されるように、日
中全面戦争下にある世相を反映したものとなっている。とくに興味深いのは、各出場校の紹介のページである。
そこには、選手の年齢や身長、体重などのほか、趣味や将来の希望進路がまとめられている。例えば、甲陽中学
校のページには、後にプロ野球の阪神で活躍する別当薫の名前があり、将来の希望が「大投手」とある。また、
明石中学校のページには、趣味として「読書」、「音楽」から「登山」、「園芸」まで幅が広く、希望進路も「会社
勤務」、「商店勤務」、のほか「上級学校」、「勉学就職」と記されている。
課外活動を通した他校との交流は、中等学校同士の交流にとどまるものではなかった。例えば、愛知県立第一

中学校の校友会誌『学林』第７２号（１９１１年）【資料５２】には、同校の各運動部の活動が記されているが、柔道部の
欄をみると「愛知県立医学専門学校に於ける我部選手」とあり、愛知県立医学専門学校で開かれた武術大会での
成績が報告されている。そこからは専門学校主催の大会に参加していたというだけでなく、中学校の生徒が専門
学校の生徒とも同じ大会で競い合っていたことがわかる。
愛知県立医学専門学校校友会『新築開校記念号』【資料５３】は、愛知県立医学専門学校が鶴舞の地に校舎を新築
し移転した記念に１９１４（大正３）年１２月に発行された校友会誌である。同誌のなかで野球部の沿革について述べ
られている部分をみると、「大正元年十月より十一月に亘り愛知一中と三度戦て一度勝ち」と記されている。加え

資料５０『十周年記念体育大会』（北海道小樽市中学校）
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て、対抗試合の成績をみると、相手の中には「岐阜中」「大垣中」「曹洞中」「愛知五中」等、中等学校の名前が多
数確認できる。以上のように、愛知県立医学専門学校と中等学校とのあいだでは、大会への参加や対抗試合とい
う形で、スポーツを通した交流が進められていたのである。
中等学校と高等諸学校との課外活動を通じた交流は、スポーツだけではなく、文化活動でもなされている。

１９０２（明治３５）年１０月に乙種程度として設立された大垣町立商業学校は、１９０５（明治３８）年４月に甲種程度の大垣
商業学校に改められ、１９２８（昭和３）年の県立移管に際して、岐阜県立大垣商業学校となる。同校の部活動は明治
期には講演部、剣道部のみであったのが、大正期になると新しいクラブが続々と生まれた。１９３２（昭和７）年に出
された岐阜県大垣商業学校『三十年史』【資料５４】によれば、最初に活動を開始したのが講演部であった。講演部
は「大正八、九、十、十一年の全盛時代を生むに至れり」と記され、同時期に第八高等学校大会で入賞者を出し
ていたとされている。さらに１９２３（大正１２）年には、名古屋高等商業学校の教員の尽力を受けて、「公開雄弁大会」
を開催しているが、その後は各校選手を派遣しない旨が申し合わされ衰退していったとされる。

資料５１『サンデー毎日 第十五回全国選抜中等学校野球大会号』（大阪毎日新聞社）

資料５２『学林』第７２号（愛知県立第一中学校）
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資料５３『新築開校記念号』（愛知県立医学専門学校）

資料５４『三十年史』（岐阜県大垣商業学校）
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Ⅳ．名古屋大学の前身校への進学

医学校から愛知医科大学まで
名古屋大学の前身校（コラム３を参照）は、基本的に中学校卒業者の進学先だったが、初めから円滑につながっ
ていたわけではない。愛知医学校の場合、１８８８（明治２１）年４月に制定された「愛知医学校規則」によって、入
学者は「品行端正身体健康年齢満十七歳以上ニシテ尋常中学校ヲ卒業シタルモノ若シクハ之ニ均シキ学力ヲ有ス
ルモノトス」となった。これにより規定上、尋常中学校卒業者の進学先に位置づけられたわけだが、１８８３（明治
１６）年以来、私立の愛衆学校が事実上の予備校となっていた。１８９３（明治２６）年にはそれが廃止されるが、かわっ
て愛知医学校に予科（入学資格は中学校３年修了程度、２年制）が設置される。この頃はまだ、実際の入学者の
供給においてはこれらの予備教育機関が重要な役割を果たしていたのであり、中学校卒業者たちの進学先とは
なっていなかった。
１９０３（明治３６）年３月、「専門学校令」が制定された。これに伴って、愛知医学校は７月から愛知県立医学専門
学校となった。同校は、初め愛知医学校の予科を引き継ぎ、その修了者を入学させていたが、１９０５（明治３８）年
に予科が廃止され、１９０７（明治４０）年度からは中学校卒業者が大部分を占めるようになる。１８９０年代以降、増加し
続けていた中学校からの卒業者の進学先となったのである。合格者のうちもっとも多いのが愛知県内の学校を卒
業したものだった。愛知県内の学校からの合格者数をまとめたのが表１である。もっとも多いのが愛知県立第一
中学校であり、これに続くのが私立の明倫中学校だったことがわかる。
１９１８（大正７）年に帝国大学以外に公私立や単科の大学を認める「大学令」が制定され、愛知県立医学専門学
校は、１９２０（大正９）年６月に県立の愛知医科大学となる。公私立大学には、文部省から高等学校レベルの予科
を附設することが求められ、愛知医科大学にもそれが設置された。予科の入学定員は８０名だったが、多い年で
１９００人、少ない年でも６３０人もの入学志願者が集まった。いかに狭き門だったかがわかる。予科入学者のうち、愛
知県内の学校の出身者が毎年２０名から４０名と、もっとも多くを占めていた。１９２３（大正１２）年３月に刊行された愛
知県立第一中学校の校友会雑誌『学林』第９５号【資料５５】には、同校の校医大田益三の「中学生の日常及び前途
の一部（医学志望の諸君へ）」と題した論稿が掲載されている。そこでは、医科大学、医学専門学校、医術開業試
験と複雑に分かれた医師養成制度と、愛知医科大学などへの入学制度の動向について解説している。生徒に校友
会誌を通じて進学情報が伝えられていたのである。なお、愛知医科大学は、１９３１（昭和６）年５月に官立に移管
され、名古屋医科大学となった。これに伴って予科は廃止されることになり（在学生が卒業するまで存続）、名古
屋医科大学は、帝国大学や他の官立医科大学と同様に入学者を高等学校の卒業者から採用することになる。

年 １９０４ １９０５ １９０６ １９０７ １９０８ １９０９ １９１０ １９１１ １９１２ １９１３ １９１４ １９１５ １９１６ １９１７ １９１８ １９１９ 合計

一中 １２ ５ １０ ７ １２ ２０ １３ １７ １３ ３ １３ １４ １１ ６ １１ １６７

二中 ３ ４ ７ ３ ５ ７ ５ ２ ４ ３ ７ ７ ５ ７ ６９

三中 １ ５ ２ ４ ３ ３ ５ ９ １ ５ ２ ３ １ ５ ４９

四中 １ １ ２ ３ ３ ６ ４ １ ４ １ ３ ２ ２ ３ ３６

五中 ８ ３ ４ ４ １１ ６ ５ ７ ４８

県立計 １６ ７ ２１ １９ ２２ ３４ ２７ ３６ ３１ １２ ２６ ３７ ２９ １９ ３３ ３６９

明倫中 ２ ３ ９ １１ ９ １３ ９ ７ １６ ７ １０ １２ ９ １０ １１ １３８

名古屋中 １ １ ２ ３ １ ３ ２ ５ ３ ２ ２３

尾張中 ２ １ ３

東海中 １ １ １ １ ３ ２ ９

私立計 ２ ３ １０ １１ ９ １３ １０ １０ ２０ ９ １６ １７ １７ １３ １３ １７３

その他 １ １

愛知県計 １８ １０ ２６ ３１ ３０ ３１ ４７ ３７ ４６ ５１ ２１ ４２ ５４ ４７ ３２ ４６ ５６９

全国 ６６ ５９ ８８ １３４ １２３ １３７ １５２ １３８ １４１ １２７ １３６ １３０ １４１ １４５ １２７ １３２ １９７６

愛知県率 ２７．３ １６．９ ２９．５ ２３．１ ２４．４ ２２．６ ３０．９ ２６．８ ３２．６ ４０．２ １５．４ ３２．３ ３８．３ ３２．４ ２５．２ ３４．８ ２８．８

表１ 愛知県立医学専門学校の出身校別合格者数と愛知県出身者の比率
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第八高等学校
第八高等学校は、１９０８（明治４１）年に設置され、同年６月に最初の入学試験を実施して、志願者１３６５名のなかか
ら２５１名の合格者が決まった。第八高等学校生徒の出身地や出身校は、同校が毎年刊行していた『第八高等学校一
覧』【資料５６】に掲載されている。それによると、１９２０（大正９）年ごろまで第八高等学校の生徒のうち愛知県出
身者はおおむね２０パーセント前後であった。しかし、それ以降、次第に愛知県出身者の占める比率は上昇し、３０
～４０パーセント台となる。これは、１９１８（大正７）年の新しい「高等学校令」により公私立の高等学校の設置が
認められ、また地名つきの官立高等学校が設置されるなど高等学校が増加したことによるものとみられる。とは
いえ、三重県津市万町共昌社が出した『大正十一年度 官公私立高等専門学校入学試験事項一覧表』【資料５７】で
は、この年の第八高等学校は、第一高等学校、第三高等学校に次ぐ５．９倍という高い倍率となっていたことがわか
る。
愛知県以外の中学校の沿革史をみると、例えば、１９３０（昭和５）年に刊行された山梨県立甲府中学校『創立五
十周年記念誌』【資料５８】には同窓会会員名簿の欄に第八高等学校進学者名を見出すことができる。１９３６（昭和

資料５５『学林』第９５号（愛知県立第一中学校）

資料５６『第八高等学校一覧 第十
年度』（第八高等学校）

資料５７『大正十一年度 官公私立高等専門学校入学試験事項一覧表』
（三重県津市万町共昌社）
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１１）年に出された大阪府立今宮中学校の沿革史には、１９２１（大正１０）年度以降の進学実績が掲載されているが、例
えば１９２６（大正１５）年度には２名が「四修」で第八高等学校に進学していることがわかる（『今宮中学校創立三十
年史』【資料５９】）。「四修」というのは、新「高等学校令」によって可能となった中学校第４学年修了で高等学校
に進学した者のことである。

名古屋高等商業学校―名古屋経済専門学校
１９２０（大正９）年に設置された実業専門学校である名古屋高等商業学校には、中学校だけでなく商業学校の卒
業者が多数入学していた。商業都市として発展した名古屋には私立の商業学校もあった。そのうちの一つである
名古屋商業実務学校は、尋常小学校卒業者を受け
入れて３年で卒業させる、乙種の商業学校とし
て、１９１９（大正８）年に創立された。同校は、１９２３
（大正１２）年に甲種の商業学校として尾張商業学
校を併設した。尾張商業学校は、尋常小学校卒業
者に５年間の授業を行なう第一種と、高等小学校
２年修了者に３年間の教育を行なう第二種に分か
れていた。実業学校の制度は、入学者の多様性に
応じるため、甲種、乙種など、錯綜していたが、
『尾張商業学校・名古屋商業実務学校 学校一
覧』【資料６０】をみると、この学校がこれを逆手
にとって、在学中に進路変更する場合、３年で卒
業資格を与えたり、反対に進学のため甲種への転
学を認めたりする仕組みをとっていたことがよく
わかる。そして、そこに描かれた図は、尾張商業
学校を卒業すると実業専門学校への入学資格が得
られること、同校がそれを前面に出してアピール
していたことを示している。そのような商業学校
から進学できる実業専門学校の一つに、名古屋高
等商業学校があったのである。

資料５８『創立五十年記念誌』
（山梨県立甲府中学校）

資料５９『今宮中学校創立三十年史』（大阪府立今宮中学校）

資料６０『尾張商業学校・名古屋商業実務学校 学校一覧』
（尾張商業学校）
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名古屋高等商業学校は、入学定員を中学校卒業者と商業学校卒業者とに分けて募集をしていた。１９３３（昭和８）
年度を例にあげると、中学校は約１１０名、商業学校は約１００名とされていた。試験科目については、どちらにも「英
語」と「国語」が課されたが、さらに中学校卒業者には「代数」が、商業学校卒業者には「商業簿記」と「商事
要項」が別に課された。共通する「英語」については、創設当初は別々に入試問題を作成していたが、１９３０（昭
和５）年ごろから共通問題をもって試験をすることになった。経済学研究科が所蔵する名古屋高等商業学校の
「入学試験ニ関スル書類」【資料６１】をみると、試験後の講評では、商業学校卒業者は中学校卒業者よりも「英
語」の成績が劣っていたという意見が出されている。実際の入学許可者数は、１９３２（昭和７）年度は中学校が１１９
名と商業学校が１２０名、１９３３（昭和８）年度は１３１名と９６名、１９３４（昭和９）年度で１４０名と１０３名だったが、名古屋
高等商業学校は、官立高等商業学校のなかでは人数・比率とももっとも多く商業学校卒業者を受け入れていた。
同校には、全国各地から入学者が集まってきたが、そのうちもっとも多くの入学者を送り出していたのは、名古
屋商業学校だった。『名古屋高等商業学校一覧』【資料６２】に掲載された１９３４（昭和９）年９月現在のデータによ
れば在籍生徒のうち実に６７名が名古屋商業学校の卒業者だったことがわかる。これに次ぐのが明倫中学校の３９名
だったから、その数がいかに群を抜いていたかがうかがえる。

資料６１「入学試験ニ関スル書類」（名古屋高等商業学校）

資料６２『名古屋高等商業学校一覧』（名古屋高等商業学校）
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岡崎高等師範学校
岡崎高等師範学校は戦争末期の１９４５（昭和２０）年４月に設置された。『岡崎高等師範学校誌』【資料６３】は戦後
に刊行された同校の沿革史である。同校は、入学式が開催される前の７月、空襲により校舎を焼失してしまう。
工場への勤労動員のため授業もほとんどなされないまま８月１５日を迎える。敗戦後、岡崎高等師範学校は、豊川
海軍工廠の工員養成所とその宿舎に移転して再出発するが、学制改革により廃校が決まる。名古屋大学に包括さ
れて「名古屋大学岡崎高等師範学校」と改称され、１９５２（昭和２７）年３月に最後の卒業生を送り出した後に廃止
された。
もともと岡崎高等師範学校は、中学校卒業者もしくは専門学校入学者検定規程による試験検定合格者、もしく
は指定を受けた者に受験資格を与え、男性のみに入学を許可していた。第１回の入学者募集は、１９４５（昭和２０）年
２月から始まったが、締め切りまでに全国から３２１４名の応募があった。内申書の審査によって２９９名に絞ったうえ
で５月１３日から３日間、口頭試問、筆記試験、身体検査を行なった。その結果、１４０名の合格者が決まった。実際
の入学者数は資料が失われているため不明だが、１９４８（昭和２３）年１１月現在の名簿によると、第１回入学者のうち
その時点での在学者は１１８名、そのなかで１０８名が中学校卒業者で、商業学校、工業学校の卒業者も１０名いた。第２
回（１９４６年度）入学者は１３３名で、中学校卒が１３０名、実業学校卒はわずかに３名だった。第３回は１７０名が中学校
卒、実業学校卒は１１名、その他が３名だった。その後、１９４８（昭和２３）年に学則が改正され、高等女学校卒業者に
も受験が認められることになった。第４回、すなわち最後の入学試験が実施された１９４８（昭和２３）年には中学校
１５６名、実業学校１８名、高等女学校４名、その他１名となっている。

資料６３『岡崎高等師範学校誌』（岡崎高等師範学校）
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コラム３

名古屋大学の前身校

名古屋大学は、２００９（平成２１）年をもって創立７０周年を迎えた。これは、名古屋帝国大学が創設された
１９３９（昭和１４）年を基点として、１９４７（昭和２２）年１０月に改称した（「帝国」を削除）旧制の名古屋大学か
ら、その後のいわゆる新制の名古屋大学の時期を通算したものである。新制の名古屋大学は、１９４９（昭和
２４）年５月の「国立学校設置法」により、旧制の名古屋大学、同大学附属医学専門部、第八高等学校、名
古屋経済専門学校、岡崎高等師範学校を包括して発足したものである（図）。したがって、「名古屋大学の
前身校」というのは、この５校のことになる。ここでは、これらの前身校が誕生した経緯を簡単に説明し
ておこう。

名古屋帝国大学は、設立当初、医学部と理工学部の二学部からなっていた。理工学部は新設だったが、
医学部の方は官立の名古屋医科大学を改組したものだった。名古屋医科大学は名古屋における医学校の流
れを受け継いでいる。１８７１（明治４）年８月、当時の名古屋県が評定所跡に仮病院を、次いで本町筋を挟
んだ向かい側の元の町役所に仮医学校を開設した。だが、仮病院は翌年２月に廃止され、仮医学校も同年
８月に「学制」発布に伴って閉校となってしまう。病院の方は、同年８月に義病院として再興されたもの
の、１８７３（明治６）年２月に再び閉鎖される。しかし、同年５月に西本願寺掛所に改めて病院が設けられ、
１１月には病院内に医学講習場も開設された。その後、医学講習場は、公立医学講習場、公立医学校などと
名称を変えていき、１８８１（明治１４）年に愛知医学校となった。これが、１９０１（明治３４）年に愛知県立医学校
と改称され、さらに１９０３（明治３６）年には「専門学校令」に基づく愛知県立医学専門学校となる。同校は、
１９２０（大正９）年に県立の愛知医科大学に昇格した後、１９３１（昭和６）年５月に官立移管されて名古屋医科
大学となったのである。
なお、附属医学専門部は、戦時下での軍医養成と国内の医師不足に対処するため、名古屋帝国大学に臨
時附属医学専門部として１９３９（昭和１４）年５月に設置された。１９４３（昭和１８）年４月には「臨時」がとれて
附属医学専門部と改称した。大学医学部が高等学校卒業を入学資格としたのに対して、専門部は専門学校
と同様、基本的に中学校卒業者が入学し４年で医師の資格を得ることができる学校だった。

旧制高等学校のうち、いわゆるナンバースクールの最後に登場したのが第八高等学校である。１８９４（明
治２７）年６月、文部省は「高等学校令」を発布し、それまで「中学校令」によって規定されていた高等中
学校を切り離し、高等学校として独立させた。「高等学校令」は、高等学校について「専門学科ヲ教授スル
所トス、但帝国大学ニ入学スル者ノ為メ予科ヲ設クルコトヲ得」と規定した。法・工・理・医などの専門
部を本体とし、帝国大学への進学課程である大学予科は付随的に位置づけたにすぎなかったのである。と
ころが、専門部は一部を除いて振るわず、大学予科に学生が集まることになる。このため、各高等学校の
専門部は廃止されたり、専門学校に転換されたりしていく。その結果、高等学校は、事実上、大学予科が
本体となる。
１９００（明治３３）年ごろから全国的に高等教育機関増設の気運が高まるなか、愛知県も誘致運動に奔走す
る。愛知県会は、１９０７（明治４０）年１１月、官立高等学校の設置を求めて国庫への約３０万円もの寄附を可決し
た。静岡県や長野県との競合の末、１９０８（明治４１）年４月に全国で８番目の高等学校の設置位置が愛知県
に確定したのである。

名古屋経済専門学校は、１９２０（大正９）年に官立の実業専門学校として創設された名古屋高等商業学校
がもとになっている。この学校も、愛知県や名古屋市が積極的な誘致運動を繰り返した末にようやく設置
されたものである。しかし、アジア太平洋戦争下の科学技術振興政策のもとで、１９４３（昭和１８）年１０月に閣
議決定された「教育ニ関スル戦時非常措置方策ニ基ク学校整備要項」を受けて、同校は、名古屋工業経営
専門学校へと改組され、新年度から新入生を募集し始める。一方、在校生は名古屋経済専門学校と改称し
た学校に卒業まで在籍することになる。後者は、在校生の卒業とともになくなるはずだった。ところが、
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1871～1872年

1872～1873年

1873年

1876年

1878年

1881年

1901年

仮病院　仮医学校

義病院

病院　医学講習場

公立医学所　公立医学講習場

公立医学校

愛知医学校

愛知県立医学校

1908年 第八高等学校

1920年 名古屋高等商業学校

1944年 名古屋工業経営専門学校

1944年 名古屋経済専門学校

1946年 名古屋経済専門学校

1945年 岡崎高等師範学校

1903年 愛知県立医学専門学校

1920年 愛知医科大学

1931年
(官立移管) 名古屋医科大学

1939年 名古屋帝国大学

1947年 名古屋大学(旧制) 1947年 名古屋大学附属
医学専門部

1944年 名古屋帝国大学附属
医学専門部

1939年 名古屋帝国大学
臨時附属医学専門部

1949年 名古屋大学（新制）

敗戦によって、戦時下の産物であった工業経営専門学校が１９４６（昭和２１）年３月に廃止されることになり、
移行措置として設置された名古屋経済専門学校の方が本体として存続し、名古屋大学に包括されることに
なったのである。

前身校のうち、もっとも遅く登場したのが岡崎高等師範学校である。高等師範学校というのは、１８８６（明
治１９）年の「師範学校令」に基づいて設置された官立の中等教員養成機関である。当初は、各地の師範学
校の校長・教員の養成を主な目的として、東京に１校設置されていただけだったが、１８９０（明治２３）年に
女子高等師範学校が設置される。１８９７（明治３０）年の「師範教育令」により、師範学校だけでなく、（尋常）
中学校や高等女学校の教員養成も行なうことになり、１９０２（明治３５）年には広島高等師範学校、１９０８（明治
４１）年には奈良女子高等師範学校が増設される。これに伴ってそれまでの高等師範学校、女子高等師範学
校はそれぞれ東京高等師範学校、東京女子高等師範学校となった。戦時下に入り、中等教員需要の高まり
に対応するため、１９４４（昭和１９）年に金沢、翌年には広島女子高等師範学校とともに岡崎に設置されるこ
とになったのである。
岡崎への高等師範学校の設置というのはかなり唐突な印象を受けるかもしれない。しかし、実現には至
らなかったものの、大正期には、すでに岡崎市への高等師範学校誘致運動が展開され、帝国議会で設置の
建議まで可決されていた。設置に至る直接的な契機は、名古屋高等商業学校を名古屋工業経営専門学校へ
と転換させることになった同じ「教育ニ関スル戦時非常措置方策ニ基ク学校整備要項」によって、愛知県
岡崎市内にあった市立岡崎商業学校が工業学校に転換することになったことである。当時、市内にはすで
に県立工業学校があったため、二つの工業学校は統合されることになり、空いた校舎を利用して高等師範
学校を誘致しようという運動が生まれた。１９４４（昭和１９）年１０月の岡崎市会で市立工業学校の敷地や校舎
を国に寄附することが決議され、これを受けて１９４５（昭和２０）年３月、理科系の中等学校教員の養成を目
的として岡崎高等師範学校が設置されたのである。
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資料
番号

学校名／出版社・著者 書名 刊行年 所 蔵

１ 鳥取県立鳥取中学校 『創立五十年史』 １９２２ 中央図書館
２ 高知県立高知城東中学校 『創立五十周年記念号』 １９２９ 中央図書館
３ 文部省 『日本教育史資料 二』 １８９０ 教育発達図書室
４ 福岡県豊津中学校 『豊津中学校史』 １９３７ 中央図書館
５ 山形県立荘内中学校 『荘内中学校沿革史』 １９０１カ 中央図書館
６ 山形県西村山郡立西村山中学校『西村山中学校誌』 １９０４ 中央図書館
７ 岐阜県 『岐阜県女学校規則』 １８８４ 成田文庫
８ 棚橋絢子 『梅巷存稿』 １９３９ 個人蔵
９ 名古屋高等女学校 『松の操』第４５号 １９０６ 菊里高等学校
１０ 名古屋高等女学校 『明治四十四年度 市立名古屋高等女学校一覧』 １９１１ 菊里高等学校
１１ 名古屋高等女学校 『松の操』第７号 １９０３ 菊里高等学校
１２ 旭川市立高等女学校 『会誌―開校二十周年記念号』 １９３５ 中央図書館
１３ 札幌市立高等女学校 『回顧三十年』 １９３８ 中央図書館
１４ 愛知県刈谷中学校 『愛知県刈谷中学校開校拾週年記念』 １９２８ 中央図書館
１５ 愛知県立西尾実業高等学校 『五十年史』 １９５８ 中央図書館
１６ 愛知県刈谷高等女学校 『愛知県刈谷高等女学校創立十周年記念』 １９３１ 中央図書館
１７ 文昌堂、永昌堂、文林堂 『中学程度 入学試験問題集』 １９０８ 成田文庫
１８ 川瀬書店 『中学校 高等女学校 実業学校 入学準備 分類算術 全』 １９２３ 成田文庫
１９ 兵庫県立鳳鳴中学校 『鳳鳴中学五十年記念誌』 １９２５ 中央図書館
２０ 岡崎町立高等女学校 『岡崎町立高等女学校一覧』 １９１１ 個人蔵
２１ 岡崎町立高等女学校 『岡崎町立高等女学校一覧』 １９１５ 成田文庫
２２ 岐阜県第一中学校 『岐阜県第一中学校教則』 １８７９ 成田文庫
２３ 岐阜県 『岐阜県中学科教則及試業規則』 １８８３ 成田文庫
２４ 愛知県中学校 「明治十五年七月 愛知県中学校卒業定期試業報」 １８８２ 成田文庫
２５ 愛知県私立明倫中学校 「明治三十七年度学年試験 愛知県私立明倫中学校生徒成績表」 １９０４ 成田文庫
２６ 三重県立第三中学校 『三重県立第三中学校一覧 自大正二年四月至大正三年三月』 １９１４ 教育発達図書室
２７ 岩手県立盛岡高等女学校 『大正三年度 岩手県立盛岡高等女学校一覧』 １９１４ 教育発達図書室
２８ 愛知県第一高等女学校 『愛知県第一高等女学校史』 １９８８ 中央図書館
２９ 愛知県立高等女学校 『愛知県立高等女学校施設一覧』 １９１３ 個人蔵

３０
愛知県立高等女学校実科第４学
年生徒

「日誌」 １９１６
教育発達科学研究
科教育史研究室

３１ 博文館 「女学校すごろく」 １９０６ 成田文庫
３２ 福岡県門司高等女学校 『会誌 創立三十周年記念』 １９３７ 中央図書館
３３ 福岡県糸島高等女学校 『藤のかをり』 １９４１ 中央図書館
３４ 大手前高等女学校 『高等科入学志願者心得（大正十五年度）』 １９２６‐ 中央図書館
３５ 大手前高等女学校 『回顧四十年』 １９２６ 中央図書館
３６ 長野県立小県蚕業学校 『長野県立小県蚕業学校創立二拾五年祝賀帖』 １９１６ 中央図書館
３７ 三重県立鳥羽商船学校 『創立三十七年記念帖』 １９１８ 中央図書館
３８ 山形県立米沢工業学校 『創立満三十一年記念』 １９２８ 中央図書館
３９ 豊橋市立商業学校 『創立十周年記念出版 郷土の産業』 １９３２ 中央図書館
４０ 青森県立商業学校 『産業調査誌 第一輯』 １９３５ 経済学図書室
４１ 富山県立高岡商業学校 『商業調査報告 第五輯 富山県の醸造酒』 １９３７ 経済学図書室
４２ 富山県立高岡商業学校 『商業調査報告 第六輯 富山県の水産業』 １９３８ 経済学図書室
４３ 兵庫県立第一神戸商業学校 『六十年史』 １９３８ 中央図書館
４４ 兵庫県立第一神戸商業学校 『貿易及び海外事情 第二輯』 １９３６ 経済学図書室
４５ 兵庫県立第一神戸商業学校 『商業経営事情』 １９３８ 経済学図書室
４６ 長野県下高井農林学校 『三十年史』 １９３６ 中央図書館
４７ 岡崎市立商業学校 『回顧四十年誌』 １９４２ 中央図書館
４８ 福島県立会津中学校 『会津中学校創立二十五年紀念号』 １９１５ 中央図書館
４９ 神奈川県立商工実習学校 『自由啓発教育の推移：神奈川県立商工実習学校十年史』 １９３０ 中央図書館
５０ 北海道小樽市中学校 『十周年記念体育大会』 １９３５ 中央図書館
５１ 大阪毎日新聞社 『サンデー毎日 第十五回全国選抜中等学校野球大会号』 １９３８ 成田文庫
５２ 愛知県立第一中学校 『学林』第７２号 １９１１ 復刻
５３ 愛知県立医学専門学校 『新築開校記念号』 １９１４ 教育発達図書室
５４ 岐阜県大垣商業学校 『三十年史』 １９３２ 中央図書館
５５ 愛知県立第一中学校 『学林』第９５号 １９２３ 復刻
５６ 第八高等学校 『第八高等学校一覧 第十年度』 １９１７ 教育発達図書室
５７ 三重県津市万町共昌社 『大正十一年度 官公私立高等専門学校入学試験事項一覧表』 １９２２ 成田文庫
５８ 山梨県立甲府中学校 『創立五十年記念誌』 １９３０ 中央図書館
５９ 大阪府立今宮中学校 『今宮中学校創立三十年史』 １９３６ 中央図書館
６０ 尾張商業学校 『尾張商業学校・名古屋商業実務学校 学校一覧』 １９２４カ 成田文庫

６１ 名古屋高等商業学校
「昭和七年度至昭和十年度 入学試験ニ関スル書類」
「昭和十年度ヨリ昭和十四年度マデ 入学試験ニ関スル書類」

１９３２
１９３５

経済学研究科

６２ 名古屋高等商業学校 『名古屋高等商業学校一覧』 １９３４ 教育発達図書室
６３ 岡崎高等師範学校 『岡崎高等師範学校誌』 １９５０ 教育発達図書室

掲載資料一覧

本文所収図表典拠
図１、図３～５、および図２の元データは、文部省『学制百年史 資料編』帝国地方行政学会、１９７２年による。
表１は、名古屋大学五十年史編集委員会編『名古屋大学五十年史 通史１』名古屋大学、１９９５年による。
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・大野一英『ファースト・ガールズ・スクール 旧制名古屋市立第一高等女学校外伝』中日出版社、１９８６年。
・学校沿革史研究会『学校沿革史の研究』野間教育研究所紀要第４７集、２００８年。
・上倉裕二編『山形県教育史』山形県教育研究所、１９５２年。
・刈谷市史編さん委員会編『刈谷市史 第３巻』刈谷市、１９９３年。
・神辺靖光『日本における中学校形成史の研究〔明治初期編〕』多賀出版、１９９３年。
・神辺靖光『明治前期中学校形成史〔府県別編�〕』梓出版社、２００６年。
・岐阜県教育委員会編『岐阜県教育史 通史編 近代１』岐阜県教育委員会、２００３年。
・岐阜県教育委員会編『岐阜県教育史 通史編 近代３』岐阜県教育委員会、２００３年。
・教育史編纂会編『明治以降教育制度発達史 第５巻』龍吟社、１９３９年。
・久保義三ほか編『現代教育史事典』東京書籍、２００１年。
・神戸市教育史編集委員会編『神戸市教育史 第１集』神戸市教育史刊行委員会、１９６６年。
・佐々木享編『日本の教育課題８ 普通教育と職業教育』東京法令、１９９６年。
・佐々木享「山口高等商業学校の入学者選抜制度の歴史」『愛知大学文学論集』第１２２輯、２０００年２月。
・新編岡崎市史編集委員会編『新編 岡崎市史 近代４』新編岡崎市史編さん委員会、１９９１年。
・菅原亮芳編『受験・進学・学校 近代日本教育雑誌にみる情報の研究』学文社、２００８年。
・東京都江戸東京博物館編『絵すごろく展：遊びの中のあこがれ』東京都江戸東京博物館、１９９８年。
・鳥羽商船高等専門学校『百年史』鳥羽商船高等専門学校創基百周年記念事業後援会、１９８１年。
・富山県教育史編さん委員会編『富山県教育史 上巻』富山県教育委員会、１９７１年。
・富山県教育史編さん委員会編『富山県教育史 下巻』富山県教育委員会、１９７２年。
・豊橋市史編集委員会編『豊橋市史 第４巻』豊橋市、１９８７年。
・長岡安太郎『明治期中学教育史―山形中学校を中心に―』大明堂、１９９１年。
・長野県教育史刊行会編『長野県教育史 第２巻 総説編２』長野県教育史刊行会、１９８１年。
・長野県教育史刊行会編『長野県教育史 第３巻 総説編３』長野県教育史刊行会、１９８３年。
・長野県教育史刊行会編『長野県教育史 第１２巻 史料編６』長野県教育史刊行会、１９７７年。
・名古屋大学五十年史編集委員会編『名古屋大学五十年史 通史１』名古屋大学、１９９５年。
・西尾市史編纂委員会編『西尾市史４ 近代』西尾市、１９７８年。
・兵庫県立歴史博物館編『入江コレクション１ 絵双六』兵庫県立歴史博物館、２００６年。
・福島県文書学事課編『福島県史 第４巻 通史編４ 近代１』福島県、１９７１年。
・冨士原雅弘「宮城県女子専門学校の設置と存廃問題―存続・廃止・官立移管をめぐる県議会議論の相克―」日
本大学文理学部人文科学研究所『研究紀要』第７０号、２００５年。
・北海道教育研究所編『北海道教育史 全道編３』北海道教育委員会、１９６３年。
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・北海道庁編『新撰 北海道史 第４巻 通説３』北海道庁、１９３７年。
・北海道編『新北海道史 第５巻 通説４』北海道、１９７５年。
・三重県総合教育センター編『三重県教育史 第１巻』三重県教育委員会、１９８０年。
・三重県総合教育センター編『三重県教育史 第２巻』三重県教育委員会、１９８１年。
・明倫堂開校二百年記念実行委員会編『愛知県立明和高等学校 二百年小史』明倫堂開校二百年記念実行委員会、
１９８３年。
・文部省『学制百年史 資料編』帝国地方行政学会、１９７２年。
・山形県議会編『山形県議会八十年史 第１巻 明治篇』山形県議会、１９６１年。
・結城陸郎『愛知県近代女子教育史』愛知県郷土資料刊行会、２０００年。
・米工百年史編集委員会編『米工百年史』山形県立米沢工業高等学校、１９９７年。
・米田俊彦『資料にみる日本の中等教育の歴史』東京法令出版、２００３年。
・四方一瀰『「中学校教則大綱」の基礎的研究』梓出版社、２００４年。
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